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はじめに  
本町では、「やさしさと生きがいにあふれるまち 雄武」

を基本理念として、老人福祉法に基づく「第７期高齢者

保健福祉計画」と、介護保険法に基づく「第６期介護保

険事業計画」の２計画を一体的に策定し、これを基本に、

高齢者施策を講じてまいりました。 

これらは、平成 29 年度末を計画終期とすることから、

施策の一層の充実に向け、新しい計画を策定いたします。 

高齢者施策では、平成 18 年度から、一人暮らし、要介護、認知症など、様々な状

態の高齢者が、医療・介護・予防・住まい・生活支援に関わる公的サービスを多面的

に受けながら、地域で安心して暮らし続けるための「地域包括ケア」を推進していま

す。 

また、平成 27 年度からは、この「地域包括ケア」を一層深化させるため、在宅医

療と介護の連携強化や、認知症施策の充実などに取り組んでいるところです。 

このたびの計画では、これらを引き続き推進するとともに、高齢者一人ひとりの有

する能力に応じた自立支援・重度化防止に取り組むなど、施策の充実を図りました。 

人口減少・超高齢化という大きな課題に対し、これらの施策を着実に進めるととも

に、家族や自治会、職域といった「コミュニティ」を大切にした「地域包括ケア」を

推進し、誰もが安心して暮らせるまちづくりに努めてまいります。 

最後に、本計画の策定にあたり、ニーズ調査にご回答いただきました皆さまをはじ

め、介護保険運営協議会委員、計画策定委員会委員の皆さま、その他計画策定にご協

力をいただきました皆さまに、心からお礼申し上げます。 

 

平成 30年３月  
                 雄武町長 中川原 秀 樹 
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高 齢 者 

 

日常生活圏域 

第１章 計画の基本的な考え方 

 

第１節 計画策定の目的 

 

雄武町では、人口減少、高齢化が進んでおり、高齢になっても地域で安心して暮

らし続けられるまちづくりの推進が重要な課題となっています。 

このため、一人暮らし、要介護、認知症など、様々な状態の高齢者が、医療・介

護・予防・住まい・生活支援に関わる公的サービスを多面的に受けながら、地域で

安心して暮らし続けるための「地域包括ケア」を推進しています。 

 

地域包括ケアのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けるための 
総合的な体制づくり 

介護サービス・介護予防サービス 
 訪問介護・通所介護・短期入所 

 介護保険の予防給付 

 介護予防事業 など 

 

自治会等での支えあい 
 安否確認 

 災害時要配慮者支援 

 除雪の支援  など 

 

生活支援サービス 
 安否確認 

 緊急時の対応 

 生活相談 

 配食サービス など  
住まいに関する支援 

 新築、増築 

 中古住宅の取得 

 住宅改修   など  

医 療 
 入院・外来治療 

 救急医療 

 訪問診療 

 訪問看護 など 

 

地域包括支援センター 

地域包括ケアのコーディネート 

目 標 

医療や介護を必要とする状態となっても、住み慣れた自宅や地域で療養したい、

介護を受けて生活を続けていきたいと希望する高齢者の意向が最大限尊重でき

る体制の構築 

サービス

の提供 

サービス

の提供 

連携 

ニーズをサー

ビスにつなぐ 

連携 連携 
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一方、社会保障費が年々増加する中、介護保険制度の持続可能性を維持すること

がわが国の課題となっており、国では、平成 30年度から、保険者である市町村が、

高齢者一人ひとりの有する能力に応じた自立支援・重度化防止に取り組むよう、制

度改正を行いました。 

また、高齢者のみならず、地域住民全体への福祉のあり方として、同じく平成 30

年度から、他人事ではなく「我が事」として、支援が必要な人を分野ごとではなく

「丸ごと」支えていく「地域共生社会」づくりを進める制度改正がなされたところ

です。 

「雄武町第 8期高齢者保健福祉計画・第 7期介護保険事業計画（平成 30～32年

度）」は、こうした国の動向や町民のニーズ等を踏まえ、すべての高齢者が個人の

尊厳を保持しながら、住み慣れた地域でいつまでも心身ともに健やかに暮らせるよ

う、介護、保健福祉、生きがいづくりなどの各種施策の内容と、サービスの提供量、

提供体制等を具体的に計画し、住民とともに推進していくことを目的に策定します。 

 

第２節 計画の期間・位置づけ 

 

１ 計画の期間 
 

計画期間は法に基づき平成 30年度から平成 32年度までの 3年間となりますが、

団塊の世代が 75歳以上となる平成 37年度の高齢者像をみすえた方向を示します。 

計画期間 
 

平成 
30年度 
（2018） 

平成 
31年度 
（2019） 

平成 
32年度 
（2020） 

平成 
33年度 
（2021） 

平成 
34年度 
（2022） 

平成 
35年度 
（2023） 

平成 
36年度 
（2024） 

平成 
37年度 
（2025） 

平成 
38年度 
（2026） 

         

         

 

平成 37年度の高齢者像をみすえた方向を示す 
第８期高齢者保健福祉計画 

・第７期介護保険事業計画 

第９期高齢者保健福祉計画 
・第８期介護保険事業計画 

第 10期高齢者保健福祉計画 
・第９期介護保険事業計画 
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２ 法令上の位置づけ 
 

本計画は、介護保険法第 117条の規定に基づく「介護保険事業計画」と老人福祉

法第 20条の 8の規定に基づく「老人福祉計画」を一体的に策定します。 

なお、『老人保健法』が『高齢者の医療の確保に関する法律』に改められたこと

に伴い策定義務はなくなりましたが、本計画は、高齢者のための総合的な計画とす

る観点から、従来の老人保健計画の内容も含めて計画するものとします。 

「介護保険事業計画」は、利用者が自らの選択により、保健・医療・福祉にわた

る総合的な介護サービスが受けられるよう、今後 3年間の年度毎に必要なサービス

量とその費用を見込みます。 

 

３ 他計画との関係 
 

本計画の計画期間は、「第 6期雄武町総合計画」（平成 30～39年度）の最初の 3

か年となります。「第 6期雄武町総合計画」は、「～郷土愛で築く～ 次世代へ躍進

するまち・雄武」を将来像に、「安心感の持てる福祉のまち・雄武」を保健・医療・

福祉分野の政策目標にそれぞれ掲げているため、その目標との調和と実現をめざし、

本計画を策定します。 

また、保健・医療・福祉分野をはじめ、町政の各分野で定めている計画や、「北

海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」、「北海道地域医療構想・医療計

画」との整合を図りながら策定します。 

本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第６期雄武町総合計画  

第８期高齢者保健福祉計画 
・第７期介護保険事業計画 

【保健・医療・福祉分野】 

 

障がい者福祉分野 保健･医療分野  

子育て支援分野  

◆教育・生涯学習分野（生涯学

習、生涯スポーツ、文化芸術

活動等） 

◆安全・安心分野（防災、交通

安全、防犯等） 

◆都市基盤分野（道路、公共交

通、公共施設等） 

◆産業・雇用分野（障がい者の

雇用等） 

◆協働分野（障がい者の社会参

加の促進等） 
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第３節 計画の策定体制と経緯 
 

計画の策定にあたっては、「第 7 期雄武町高齢者保健福祉計画等策定委員会」に

おいて、計画案について審議しました。委員は、学識経験者、保健医療関係者、福

祉関係者、各種団体の長などから編成し、様々な見地からのご意見を反映できるよ

うに努めました。 

また、高齢者の心身の状況、介護者の状況などを把握して計画づくりに反映させ

るため、アンケート調査を実施しました。 
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第２章 高齢者等の状況 

 

第１節 人口・高齢化率 
 
 

本町の国勢調査ベースの人口は減少傾向で推移しており、このままの傾向で推移

すると、平成 32年（2020年）には 4,200人前後に、平成 37年（2025年）には

3,800人台に、平成 52年（2040年）には 3,000人弱になると推計されます。 

高齢化率は、全国平均を 5ポイント程度上回って推移しており、平成 52年には

40％を超えるものと推計されますが、高齢者人口は減少傾向で推移すると見込まれ

ます。しかし、75歳以上人口は平成 42年頃まで増加が続くと見込まれます。 

 

人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険見える化システム」をもとに作成（国勢調査ベース） 
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第２節 高齢世帯の状況 
 

平成 27年国勢調査によると、本町の高齢者がいる世帯は 956世帯で、全世帯の

5割弱を占め、全道平均や全国平均より高い割合となっています。 

高齢独居世帯は 306 世帯、高齢者がいる夫婦のみの世帯は 287 世帯で、それぞ

れ全世帯の 14～15％を占め、高齢独居世帯の割合は、全道平均や全国平均より高

くなっています。こうした世帯を地域全体でしっかりと見守っていく必要がありま

す。 

また、夫も妻も 65歳以上である高齢夫婦のみの世帯は 234世帯で、そのうち、

夫も妻も 85歳以上である世帯は 8世帯、夫も妻も 75歳以上である世帯は 84世帯

となっています。要介護者の割合が高い 75 歳以上の高齢期に、このように夫婦で

在宅生活をする町民を地域全体で支えていく必要があります。 

 

高齢者がいる世帯の状況（平成 27年） 

  
世帯数 

合計 

高齢者がい

る世帯 

高齢独居

世帯 

高齢者が

いる夫婦

のみ世帯 

高齢者が

いる世帯

の割合 

高齢独居

世帯の割

合 

高齢者が

いる夫婦

のみ世帯

の割合 

 世帯数 割合 

雄武町 2,059 956 306 287 46.4% 14.9% 13.9% 

北海道 2,438,206 999133 319,408 347,529 41.0% 13.1% 14.3% 

全国 53,331,797 21,713,308 5,927,686 8,679,878 40.7% 11.1% 16.3% 

 

 

高齢夫婦のみ世帯の状況（平成 27年） 

  妻の年齢 
計 

65～74歳 75～84歳 85歳以上 

夫
の
年
齢 

 65～74歳 100 6 0 106 

 75～84歳 44 64 2 110 

 85歳以上 0 10 8 18 

計 144 80 10 234 

※国勢調査の「高齢夫婦世帯」の定義は、夫 65歳以上、妻 60歳以上となっている。 

 
 
  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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人

要介護

３～５

要介護

１・２

要支援

１・２

 

第３節 要介護認定者数 
 

要介護認定者数は増加傾向が続いており、第 7期計画期間である平成 30～32年

度は 300人台になると見込まれ、平成 37年（2025年）には 370人を超えると見

込まれます。 

要介護認定者数の推移と推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「介護保険見える化システム」をもとに作成 

（各年度末現在） 

 

第４節 高齢者の就業の状況 
 

平成 27 年国勢調査によると、本町の 65 歳以上の就業者数は、男性が 209 人、

女性が 184 人で、あわせて約 400 人にのぼります。就業率は、男女とも、全国平

均や全道平均と比較して総じて高く、高齢者が健康であることが考えられます。 

産業分類別では、本町の高齢者の就業は、漁業と製造業（水産加工業）の従事者

が多いことに特徴があります。 
 

本町の就業者数（平成 27年） 

 
男性 女性 

 
人口 就業者数 人口 就業者数 

65～69歳 144 95 209 101 

70～74歳 134 57 172 49 

75～79歳 127 39 163 24 

80～84歳 107 15 160 10 

85歳以上 63 3 159 0 

合計 575 209 863 184 

 

 

 

  

資料：国勢調査 
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73%

95%
82%

66%

43%

31%

14%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全年齢層 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

雄武町

全道平均

全国平均

53%

75%

65%

48%

28%

15%

6%
0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全年齢層 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

雄武町

全道平均

全国平均

16%

13%

14%

16%

3%

1%

8%

10%

8%

26%

7%

11%

9%

13%

14%

25%

53%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雄武町

北海道

全国

農林業 漁業 建設業 製造業 卸売・小売業 その他

年齢別就業率（平成 27年） 

〔男性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

高齢就業者の産業別就業割合（平成 27年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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第５節 アンケート調査からみた高齢者のニーズ 
 

本計画を策定するにあたり、本町に居住する高齢者の心身の状況や施策ニーズを

把握するため、要介護高齢者の介護者を対象とした「在宅介護実態調査」、要介護

状態でない高齢者を対象とした「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の 2 種を、

平成 29 年 10～11 月に郵送法により実施しました。配布・回収数は表のとおりで

す。 

アンケートの配布・回収数 

種類 配布数 回収数 回収率 

在宅介護実態調査 

（要介護高齢者本人と介護者が対象） 
105 50 47.6% 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（要介護以外の一般高齢者が対象） 
1,232 720 58.4% 

 

 

１ 要介護高齢者や介護者の状況 
 

在宅介護実態調査から、要介護高齢者や介護者の状況をみると以下のとおりです。 

 

（１）介護者の属性 

在宅介護実態調査によると、主な介護者は、子が 49％、配偶者が 27％です。 

 

主な介護者の本人との関係（単数回答） 

 

  

27.3%

48.5%

18.2%

0.0%

3.0%

3.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

合計(n=33)
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31.4%

25.7%

22.9%

14.3%

31.4%

40.0%

20.0%

74.3%

57.1%

28.6%

11.4%

68.6%

71.4%

68.6%

2.9%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計(n=35)

0.0%

0.0%

2.9%

11.8%

20.6%

32.4%

17.6%

11.8%

0.0%

2.9%

0% 20% 40%

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答

合計(n=34)

主な介護者の年齢は、60代以上が約 6割で、80歳以上も 1割以上にのぼります。 

 

主な介護者の年齢（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主な介護者が行っている介護の内容 

介護者が行っている介護は、「外出の付き添い、送迎等」、「その他の家事（掃除、

洗濯、買い物等）」、「食事の準備（調理等）」、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」

が多くなっています。 

主な介護者が行っている介護（複数回答） 
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33.3%

40.0%

13.3%

0.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、

短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが

ら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を

取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、2～4以外の調整をしながら、

働いている

わからない

無回答

合計(n=15)

（３）主な介護者の就労の状況 

主な介護者の就労状況をみると、フルタイム勤務が 20％、パートタイム勤務が

23％で、あわせて 4割以上が介護をしながら働いています。 

 

主な介護者の勤務形態（単数回答） 

 

就労している介護者は、介護をしながら働くために、多くの人が働き方の調整を

行っています。 

主な介護者の働き方の調整状況（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0% 22.9% 48.6% 0.0% 8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=35)

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答
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7.7% 69.2% 7.7% 15.4% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=13)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない・無回答

 

就労している介護者 13 人のうち、3 人（23.1％）が就労継続が困難（やや難し

い＋かなり難しい）と回答しています。 

 

主な介護者の就労継続の可否に係る意識（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

（４）介護保険外の支援・サービスの利用意向 

介護保険サービスに加えて、在宅生活の継続のために充実が必要な介護保険外の

支援・サービスは何かをたずねたところ、移送サービス（介護・福祉タクシー等）

を筆頭に、様々なサービスがあげられています。 

 

在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（複数回答） 

 

 

  

24.0%

4.0%

8.0%

0.0%

8.0%

20.0%

44.0%

16.0%

8.0%

6.0%

10.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=50)
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40% 59% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 性別不明

28% 21% 22% 16% 12% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 年齢不明

16%

13%

15%

14%

21%

24%

18%

22%

24%

28%

59%

67%

62%

61%

49%

2%

2%

1%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総計

65～74歳男性

75歳以上男性

65～74歳女性

75歳以上女性

１．何度もある ２．１度ある ３．ない 無回答

２ 要介護以外の高齢者の状況 
 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査から、要介護以外の高齢者の状況をみると、

以下のとおりです。 

 

（１）回答者の属性 

性別は、男性が 40％、女性が 59％で女性の方がやや多くなっています。年齢は、

65～69歳が 28％、70～74歳が 21％などとなっています。 

 

回答者の性別・年齢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（２）過去１年間に転んだ経験 

過去 1年間に転んだ経験が「ある」は 4割程度です。 

転倒は要介護になる大きな要因であり、過去 1年間に転んだ経験がある高齢者を

主な対象者として、転倒予防の取り組みを促進していくことが求められます。 

 

過去１年間に転んだ経験 
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39%

36%

46%

32%

43%

59%

63%

53%

67%

52%

2%

1%

1%

0%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計

65～74歳男性

75歳以上男性

65～74歳女性

75歳以上女性

１．はい ２．いいえ 無回答

7%

1%

7%

4%

14%

22%

17%

14%

20%

32%

41%

34%

41%

46%

40%

28%

45%

36%

28%

11%

2%

3%

2%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総計

65～74歳男性

75歳以上男性

65～74歳女性

75歳以上女性

１．ほとんど外出しない ２．週１回 ３．週２～４回 ４．週５回以上 無回答

（３）週に１回以上の外出の有無 

週に 1回以上の外出の有無をみると、「週 1回以下」は 3割近くにのぼります。 

国が示す基準によると、「週 1 回以下」に該当する人は「閉じこもり傾向」の懸

念があるため、その該当者を主な対象者として、閉じこもり予防の取り組みを促進

していくことが求められます。 

週に１回以上の外出の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）固いものが食べにくくなったことの有無 

半年前に比べて固いものが食べにくくなったかどうかをみると、「はい」は約 4

割です。 

国が示す基準によると、「はい」の回答者は、咀しゃく機能の低下の懸念がある

ため、その該当者を主な対象者として、口腔機能の低下防止に関する介護予防の取

り組みを促進していくことが求められます。 

 

固いものが食べにくくなったことの有無 
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59%

53%

61%

54%

66%

39%

47%

38%

44%

30%

2%

1%

2%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計

65～74歳男性

75歳以上男性

65～74歳女性

75歳以上女性

１．はい ２．いいえ 無回答

１　配食

２　調理

３　掃除

４　洗濯

５　買い物（宅配サービス以外）

６　買い物（宅配サービス）

７　ゴミ出し

８　交通手段

９　見守り、声かけ

10　サロン・茶話会などの定期

　　的な通いの場

11　その他

12　特になし

無回答

5%

4%

6%

3%

4%

4%

3%

18%

10%

6%

3%

61%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（５）物忘れが多いと感じることの有無 

物忘れが多いと感じるかどうかについては、「はい」は約 6割です。 

国が示す基準によると、「はい」の回答者は、認知機能の低下の懸念があるため、

その該当者を主な対象者として、認知症予防の取り組みを促進していくことが求め

られます。 

物忘れが多いと感じることの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）実施・充実してほしいサービス 

「実施・充実してほしいサービス」は、「特になし」が多くなっていますが、「交

通手段」をはじめとし、様々なサービスがあげられており、実施・充実に努める必

要があります。 

実施・充実してほしいサービス 
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16%

26%

18%

14%

9%

35%

36%

30%

38%

33%

26%

19%

32%

19%

34%

8%

9%

7%

11%

7%

15%

9%

13%

18%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計

65～74歳男性

75歳以上男性

65～74歳女性

75歳以上女性

１．サービスが

充実するなら、

保険料が高

くても良い

２．利用できる

サービスの量・

回数が少なくても、

保険料が安い

方が良い

３．現在のサー

ビス体制で満足

しているので、

保険料を上げ

ないでほしい

４．その他 無回答

16% 16% 52% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護者

１．サービスが

充実するなら、

保険料が高

くても良い

２．利用できる

サービスの量・

回数が少なくても、

保険料が安い

方が良い

３．現在のサー

ビス体制で満足

しているので、

保険料を上げ

ないでほしい

４．その他

３ 施策の方向に関する考え 
 

在宅介護実態調査（要介護者対象）と介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（要介

護者以外の高齢者対象）で施策の方向に関する共通設問を設けました。結果は以下

のとおりです。 
 

（１）介護保険料とサービス利用の関係について 

介護保険料とサービス利用の関係については、要介護者以外の高齢者では、「利

用できるサービスの量・回数が少なくても、保険料が安い方が良い」が 35％、「現

在のサービス体制でほぼ十分と思われるので、なるべく保険料を上げないでほしい」

が 26％で、合わせて 6 割の方が、サービスの水準を上げることより、保険料が低

いことを望むという結果になっています。要介護者では、「現在のサービス体制で

ほぼ十分と思われるので、なるべく保険料を上げないでほしい」が 5割を超えるな

ど、その傾向が一段と強くなっています。 

 

介護保険料とサービス利用の関係について 

〔要介護者以外〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔要介護者〕 
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１　家族の介護を受けて、自宅での生活を続けたい

２　介護保険サービスを利用して、自宅での生活を

　　続けたい

３　家族の介護と介護保険サービスを利用して、

　　自宅での生活を続けたい

４　特別養護老人ホームに入って生活したい

５　介護付き高齢者向け共同住宅に入って生活したい

６　有料老人ホーム（ケアハウスなど）に入って生活

　　したい

７　認知症高齢者が共同生活を行う「グループホーム」

　　に入って生活したい

８　その他

９　わからない

25%

32%

28%

26%

17%

10%

3%

2%

21%

44%

56%

50%

47%

30%

19%

5%

4%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護者以外

要介護者

（２）将来的にどこで介護サービスを受けたいか 

将来的にどこで介護サービスを受けたいと考えているかについては、要介護者、

要介護者以外の高齢者ともに、自宅での生活を続けたいという回答が多いものの、

特別養護老人ホームや介護付き高齢者向け共同住宅、有料老人ホームなどの回答も

あります。 

将来的にどこで介護サービスを受けたいか 
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第３章 計画の基本的方向 
 

第１節 基本理念 
 

本町では、人口減少と高齢化が進行する中で、「やさしさと生きがいにあふれる

まち 雄武」を基本理念に、支えが必要な人を、地域住民のやさしさあふれる「自

助・共助」の取り組みと、きめ細かな相談・調整と多職種協働の公的サービスによ

る「公助」によって支え、生きがいを持って安心して暮らせるまちづくりを進めま

す。 

  基本理念 

 

 

 

 
 
 

支えが必要な方を支えるネットワーク 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

やさしさと生きがいにあふれるまち 雄武 

自治会 学校・保育所 民生・児童委員 

支えあい 見守り 

老人ｸﾗﾌﾞ 近所の人 

相談 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

地域住民 

自
助
・
共
助 

支援 

公
助 

利用 
支えが必要な方 連

携 相談 

連
携 

相談・調整機関 

町・地域包括支援センター、保健所 

など 

多職種協働の公的サービス 

医師、看護師、保健師、介護職員、リハ

ビリ専門職など 

調整 
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第２節 基本目標と施策の体系 
 

基本理念を達成するため、3つの基本目標と各目標に基づく基本施策を定めます。 

 

 

 

 

 

 
 

  ●施策の体系 

基本理念        基本目標              基本施策 

【基本施策１】地域包括ケアの推進 

【基本施策２】介護サービスの充実 

【基本施策１】社会参加の促進 

【基本施策２】安全で快適な生活の確保 

【基本施策３】支えあうまちづくりの推進 

【基本施策１】疾病予防・健康づくりの推進 

【基本施策２】介護予防・日常生活支援 

          総合事業の推進 

 

や
さ
し
さ
と
生
き
が
い
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

雄
武 

 

まち

づくりを進めます。



 

 

 

22

第３節 基本施策 

 

基本目標１ 安心介護のまち・雄武 
 

身近な地域で、介護や医療的ケアが必要な在宅の高齢者が安心して暮らしていけ

るよう、事業所における人材確保、経営安定化の促進やサービス基盤整備の誘導を

図ります。また、「地域包括ケア」を一層強化するため、総合的な相談支援、権利

擁護、多様な認知症施策などを推進していきます。 

●施策体系 

基本施策 施策項目 個別施策・サービス 

 

１  地域包括

ケアの推進 

(1) 地域包括ケア

のネットワーク

づくり 

地域ケア会議によるネットワークづくり 

総合的な相談支援の実施 

高齢者虐待防止ネットワークの充実 

権利擁護制度の利用促進 

(2) 認知症施策の

推進 

認知症サポーターの養成 

認知症に関する相談の実施 

認知症ケアパスの作成・運用 

認知症初期集中支援チームによる支援の実施 

地域での認知症予防活動の推進 

認知症高齢者の介護環境の整備 

認知症カフェ事業の推進 

(3) 地域医療の充

実 

かかりつけ医の重要性の啓発 

雄武町国民健康保険病院の機能充実 

在宅療養支援体制の充実促進 

 

２  介護サー

ビスの充実 

(1) 居宅介護サー

ビスの充実 

訪問介護 

訪問看護 

通所介護（地域密着型を含む） 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

福祉用具貸与 

特定福祉用具販売 

住宅改修 

居宅介護支援・介護予防支援 

その他の居宅介護サービス 

(2) 施設・居住系サ

ービスの充実 

介護老人福祉施設（地域密着型を含む） 

介護老人保健施設 

特定施設入居者生活介護（地域密着型を含む） 

その他の施設・居住系介護サービス 

(3) 介護保険事業

の円滑な運営 

介護人材の育成 

ケアマネジメントの質の向上 

適切な要支援・要介護認定の実施 

サービス評価の実施促進 

介護サービス事業者との連携強化 

介護給付等費用適正化 
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基本目標２ 健やかに暮らせるまち・雄武 
  

住民の健康寿命の延伸を図るためには、生活習慣病などの疾病予防や早期発見・

治療と併せて、寝たきり、認知症など要介護状態への移行予防を推進していくこと

が重要です。 

そのため、運動と栄養の 2つの柱で、これまで培ってきたサービスやケアマネジ

メントに関するノウハウを活かしながら、介護予防・日常生活支援総合事業を推進

するとともに、住民一人ひとりが自分の健康は自分で守るという意識のもと、主体

的に健康づくり活動を実践することを支援します。 

●施策体系 

基本施策 施策項目 個別施策・サービス 

 

１ 疾病予防･

健康づくり

の推進 

(1) 健康増進事業

の推進 

特定健康診査・がん検診等の推進 

特定保健指導の推進 

保健指導の推進 

(2) 健康づくりの

啓発 

健康づくりの啓発 

 

２ 介護予防・ 

日常生活支

援総合事業

の推進 

(1) 一般介護予防

事業の推進 

介護予防把握事業の推進 

介護予防普及啓発事業の推進 

地域介護予防活動支援事業の推進 

地域リハビリテーション活動支援事業の推進 

一般介護予防事業評価事業の推進 

(2) 介護予防・生活

支援サービス事

業の推進 

介護予防ケアマネジメントの推進 

訪問型サービス・通所型サービスの推進 

生活支援サービスの推進 
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基本目標３ いきいきと活動し、みんなで支えあうまち・雄武 
 

高齢者が安心して、心身ともにいきいきとした暮らしを送れるようにするために

は、高齢者自身が趣味の活動や学習、スポーツ、地域活動に参加し、様々な世代の

人達と交流するなど、地域社会に積極的に参加し、生きがいを持つことが大切なた

め、高齢者が多様な場に社会参加できるまちづくりを推進します。 

一方、高齢者の安全で快適な生活の確保は、本町にとって大きな課題です。買い

物支援、交通手段の確保など、人にやさしいまちづくりを推進するとともに、防災・

防犯・交通安全対策の充実に努めます。 

また、高齢者を地域で支えるためには、福祉教育やボランティアの育成が重要な

ため、社会福祉協議会、学校、地域など様々な場で、意識の啓発や活動の促進、人

材の育成に努め、支えあうまちづくりを推進します。 

●施策体系 

基本施策 施策項目 個別施策・サービス 

 

１  社会参加

の促進 

 

(1) 交流活動の促

進 

老人クラブの活性化 

生涯学習機会の拡大 

スポーツ・レクリエーション機会の拡大 

地域活動への参加促進 

(2) 就労対策の推

進 

高齢者の雇用・就労の促進 

生きがい活動の支援 

 

２  安全で快

適な生活の

確保 

(1) 人にやさしい

まちづくりの推

進  

バリアフリー、ユニバーサルデザイン化の推進 

多様な住まいへの支援の推進 

買い物支援の強化促進 

冬対策の推進 

交通手段の確保 

(2) 安全なまちづ

くりの推進 

防災体制の充実 

防犯対策の充実 

交通安全対策の推進 

 

３  支えあう

まちづくり

の推進 

(1) 住民主体型の

福祉社会の形成 

福祉意識の啓発 

福祉教育の推進 

社会福祉協議会の体制強化の促進 

地域保健福祉推進の体制づくり 

ボランティア活動の活性化 

地域での高齢者見守り体制の強化 

家族介護者への支援 

(2) 福祉事業の推

進 

入浴優待事業の実施 

緊急通報システムの推進 

敬老祝金支給事業の実施 
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第１章  

基本目標１: 安心介護のまち・雄武 
 
 

第１節 地域包括ケアの推進 
 
 

１ 地域包括ケアのネットワークづくり 

高齢者が住み慣れた場所で、安心して長く暮らし続けられるよう、近隣の支えあ

いやインフォーマルな関わり、介護予防のための活動やサービス、さらには介護・

医療サービス等、様々な支援がその高齢者の状態に合わせて包括的に提供される

「地域包括ケア」をめざして、地域包括支援センター、民生委員、自治会、社会福

祉協議会、ボランティア、家族、近所の人、介護や医療の専門職による高齢者支援

の連携・協力ネットワークづくりを進めます。 

 

（１）地域ケア会議によるネットワークづくり 

地域包括支援センターの主催により、介護や医療の専門職等による地域ケア会議

を定期的に開催し、生活課題を抱える高齢者一人ひとりに対する支援策を検討し、

サービスの提供等につなげ、生活課題の改善・解決を図ります。 

これにより、本町のすべての高齢者とその家族介護者が生活困難や孤立、ひきこ

もり等を抱えることなく、安心して暮らせるネットワークづくりを図ります。 

 

（２）総合的な相談支援の実施 

町・地域包括支援センター、社会福祉協議会、居宅介護支援事業所、介護サービ

ス事業所がそれぞれ相談窓口として、きめ細かな相談の実施に努めるとともに、各

機関の連携強化を図ります。 

また、地域包括支援センターでは、状況に応じて、関係機関と連携し訪問などの

対応も行います。 

 

（３）高齢者虐待防止ネットワークの充実 

高齢者虐待を早期に発見し、適切な対応を図るため、民生委員、地域包括支援セ

ンター、介護サービス事業者、社会福祉協議会、医療機関、警察等と連携を図りな

がら、地域ケア会議などを通じて、高齢者虐待の防止へ迅速・的確な対応に努めま

す。 

また、町や関係機関職員の研修会参加の促進、住民への通報義務の周知等に努め、

高齢者虐待防止の見守りネットワークの維持・強化に努めます。 
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（４）権利擁護制度の利用促進 

認知症高齢者など、判断能力が不十分な方でも、自分にふさわしい制度やサービ

スの選択、利用契約の締結、財産の適切な管理をすることが必要です。 

地域包括支援センター等において、適切な相談や財産管理などを支援する日常生

活自立支援事業、成年後見制度などの周知と利用を促進し、高齢者の権利擁護を図

ります。 

 

２ 認知症施策の推進 

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることが

できるよう、「早期・事前的な対応」を基本に、認知症対策を推進します。 

子どもから高齢者まで認知症の症状や早期対応方法について正しく理解するた

めの啓発を進めるとともに、医療機関や介護サービス事業者等関係機関との緊密な

連携により、早期発見・早期対応、認知症の人の生活支援を推進します。 

 

（１）認知症サポーターの養成 

「認知症サポーター」は、日常生活の中で認知症の人と出会ったときに、その人

の尊厳を損なうことなく適切な対応をすることで、認知症の人や介護家族を見守り、

応援する人です。認知症に対する住民の偏見をなくし、地域全体で認知症の人や家

族を支える環境づくりを進めるため、認知症サポーターを養成します。 

 

本町の認知症サポーター養成講座の経過 

実施年度 参加対象者 受講者数 延べ受講者数 

20年度 金融機関、役場職員他 41   

21年度 町民一般 57   

22年度 
１回目 町民一般 35   

２回目 町民一般 18   

23年度 役場職員 19   

24年度 
１回目 町民一般 15   

２回目 町民一般 7   

25年度 町民一般 11   

26年度 
基礎講座 町民一般 18   

上級講座 以前に受講済みの町民 26 集計除外 

27年度 

１回目 元沢木老人クラブ員 8   

２回目 雄遊ランド参加者 33   

３回目 調剤薬局職員 11   

28年度 

１回目 市街地区老人クラブ員 23   

２回目 町民一般（健康フェア協賛） 18   

３回目 介護家族 14 328 

 

  

全国で 870万

人、人口の７％な

ので、全国並み。 
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（２）認知症に関する相談の実施 

認知症は精神疾患の一つですが、疾患だからといって治療の対象ととらえるので

はなく、誰にでも起こりうる「老い」をめぐる一つの状況として、問題行動を肯定

的に受け止め、家族や地域と共生することが重要です。 

今後も、自治会、民生委員、ボランティアなど、地域住民が認知症の人を見守り、

問題行動があった時や災害時等に適切な対応が取れる体制づくりを図ります。認知

症に関する悩みや問題を本人や介護者が抱え込むことのないよう、町や社会福祉協

議会・地域包括支援センター、医療機関、民生委員など、関係機関が連携しながら、

相談事業を展開します。 

また、相談の専門性を高めるため、認知症相談に関する専門職である認知症地域

支援推進員の配置と活動の充実を図ります。 

 

（３）認知症ケアパスの作成・運用 

認知症と疑われる症状が発生したときや、認知症の人を支える場合に、「誰が」、

「いつ」、「どこで」、「何をしたらよいか」、状態に応じた医療や介護などの提供の

流れを示した認知症ケアパスの作成に取り組み、関係機関で共有し、広く住民にも

周知します。 
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（４）認知症初期集中支援チームによる支援の実施 

認知症サポート医を中心に、地域の医療・介護の専門職等が、認知症の人やその

家族に早期にかかわり、専門医療機関とも連携しながら、早期診断、早期対応を行

う「認知症初期集中支援チーム」による支援を実施します。 

 

認知症初期集中支援チームによる支援のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）地域での認知症予防活動の推進 

認知症は早期発見・早期対応が重要であることから、認知症サポーターの協力の

もと、認知症予防事業を展開し、認知症の進行防止に努めます。 

 

（６）認知症高齢者の介護環境の整備 

認知症高齢者やその介護者が安心して生活できるよう、町内の介護事業所での認

知症ケアの向上を促進します。 

 

（７）認知症カフェ事業の推進 

認知症の人や介護者の交流、また、認知症について不安がある人が、専門職と出

会う機会が持てるように、認知症カフェ事業を推進します。 

 
 

近隣地域 

●認知症初期集中支援チーム 

●認知症地域支援推進員 

介護系職員 

（介護福祉師等） 

専門医 

（サポート医 

嘱託可） 

●専門医療機関 

（認知症疾患医療センター等） 

保健師・看護師等 

地域の実態に応じた 

認知症施策の推進 

（医療・介護・地域資源と 

専門相談等） 

●かかりつけ医 

地域包括支援センター等 
 

連携（紹介） 

連携（診断） 

連携 

連携（紹介） 

連携（診断） 

連携 

連携（情報

提供・助言） 

《認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ》 

①訪問支援対象者の把握、②情報収集（本人の生活情報や家族の状況など）、③アセスメント（認知
機能障害、生活機能障害、行動・心理症状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、④初回訪
問時の支援（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、介護保険サービス利用の説明、
本人・家族への心理的サポート）、⑤チーム員会議の開催（アセスメント内容の確認、支援の方針・内
容・頻度等の検討）、⑥初期集中支援の実施（専門的医療機関等への受診勧奨、本人への助言、身
体を整えるケア、生活環境の改善など）、⑦引継ぎ後のモニタリング 

本人 家族 

医療系職員 

（保健師等） 

複数の専門職による 

個別の訪問支援 

（受診勧奨や本人・家族 

へのサポート等） 

専門的な鑑別診断を実施 
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３ 地域医療の充実 

（１）かかりつけ医の重要性の啓発 

生活習慣病や加齢に伴う疾病などを適切に予防するには、日頃から、かかりつけ

医に、きめ細かく、継続的に診察を受け、生活習慣の改善などにつなげることが重

要です。 

住民が自身の健康についてかかりつけ医に気軽に相談でき、疾病の初期段階で適

切な処置が行われるよう、かかりつけ医の重要性について啓発します。 
 

（２）雄武町国民健康保険病院の機能充実 

健康増進から疾病予防、治療、リハビリテーション、さらには在宅医療や介護サ

ービスまでを系統的に行う包括的な地域医療の拠点として、雄武町国民健康保険病

院の機能充実を図ります。 

そして、国民健康保険病院を拠点に、各医療機関の連携強化、医療機関と介護・

保健・福祉分野との連携強化を図りながら地域医療体制の充実を促進し、住民が安

心して医療サービスを受けることができる体制づくりに努めます。 

 

（３）在宅療養支援体制の充実促進 

寝たきりなどのため、通院が困難な慢性期疾患の高齢者に対する訪問診療や訪問

看護など在宅療養支援の必要性が高まっています。 

入院治療を受けて退院するケースなどに対し、入院施設の医師、薬剤師、医療ソ

ーシャルワーカー、訪問看護師、理学療法士、地域包括支援センター職員、ケアマ

ネジャー、ホームヘルパーなどが多職種協働で「チームケア」を推進し、在宅療養

を支える医療・リハビリテーション支援体制を充実していくことが重要です。 

このため、在宅医療・介護連携推進事業により、在宅療養支援における医療と介

護の連携の取り組みを推進します。 
 

 

在宅医療・介護連携推進事業の８つの取組事項 

 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

（エ）在宅医療・介護サービスの情報の共有支援 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（カ）医療・介護関係者の研修 

（キ）地域住民への普及啓発 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 
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在宅療養者 
急性期病院の医

療ソーシャルワ

ーカー 

病院 

・診療所 

訪問看護 

ステーション 

ケアマネジャー 

 

ホームヘルパー 

 

ホームヘルパー 

 

地域包括 

支援センター 

指示書 

ケアプラン 

担当者会議・主治医意見書・ケアプラン 

訪問・生活課題の把握 

サービス 

サービス 

サービス 

指導・支援 

連携 

連携 

退院時支援 

退院時 

情報提供 

在宅医療・介護連携推進事業の８つの取組事項の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険見える化システム」の閲覧画面 

 

在宅療養支援の「チームケア」のイメージ 

〔医療〕                           〔介護〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省「介護保険見える化システム」では、平成 27

年８月時点の在宅医療・介護連携推進事業の取り組み状況を
市町村ごとにみることができますが、全道の多くの市町村の
取り組みが遅れる中で、雄武町は、５～６つ実施と、他市町
村に先駆けて、在宅医療・介護連携を進めている状況がみて
とれます。 

雄武町 



 

 

 

33

14 

19 

24 

29 
30 

28 28 

25 

20 
21 

24 

29 

23 

28 
27 

24 
23 

19 
21 

22 

26 

0

5

10

15

20

25

30

35

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

人

第２節 介護サービスの充実 
 

１ 居宅介護サービスの充実 
 

在宅の高齢者が、必要な時に必要なサービスを利用できるよう、居宅介護サービ

スの提供体制の確保に努めます。 
 

（１）訪問介護 

訪問介護（ホームヘルプ）は、訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅を訪問し、

身体介護（食事、排せつ、入浴等の介護）や生活援助（調理、衣類の洗濯、住居等

の掃除、整理整頓、その他必要な家事）などを行うサービスです。 

平成 12 年度から、月平均 20～30 人程度の利用で推移しており、今後も同程度

と見込みます。 

要支援者の訪問介護が平成 29 年度以降、介護予防・地域生活支援総合事業に移

行する中で、要介護者の利用率を向上させ、事業運営の安定を図りながら、サービ

スを必要としている人が適切に利用できるよう努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）訪問看護 

訪問看護は、主治医の指示に基づいて看護師などが自宅を訪問し、病状の観察・

管理、清拭、じょく瘡の処理、カテーテル等の管理、リハビリテーション、家族へ

の療養上の指導を行うサービスです。 

過去には、月平均利用人数が 10人程度の年もありましたが、近年は、5～6人程

度の利用で推移しており、今後は微増傾向で見込みます。 

訪問看護は、急性期疾患による入院から自宅療養に移行した高齢者や慢性疾患の

ある高齢者にとって重要なサービスであり、事業者との連携によって、サービスを

必要としている人が適切に利用できるよう努めます。 
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<月平均利用人数の推移と推計> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）通所介護（地域密着型を含む） 

通所介護（デイサービス）は、デイサービスセンターに通って入浴、食事の提供、

その他日常生活上の支援などを受けるサービスです。日帰りで日常生活支援や機能

訓練を受けられるため、要支援・要介護認定者の外出のきっかけづくりになるとと

もに、生活機能の維持・改善、家族の負担軽減につながる重要なサービスです。 

通所介護の月平均利用人数は 60人台で推移しており、平成 29年度に要支援者が

介護予防・地域生活支援総合事業に移行したことで減少しましたが、今後は要介護

者の利用が伸びるものと見込みます。事業所での自立支援・重度化防止の取り組み

を促進しながら、サービスを必要としている人が適切に利用できるよう努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域密着型通所介護は、利用定員 18人以下の小規模のデイサービスセンターで受けるサービスです。本町の住民が、町外の

有料老人ホーム等の入居し、外付けサービスとして居住地の当該サービスを利用するようなケースが想定されます。この場合、

転出手続きをとったとしても、もとの居住地の介護保険サービスとして取り扱う「住所地特例」があります。 
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（4）短期入所生活介護 

短期入所生活介護（ショートステイ）は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）などに短期間入所し、入浴、食事等の介護、その他日常生活上の支援などを受

けるサービスです。 

月平均利用人数が増加傾向にあり、今後も増加傾向で見込みます。 

短期入所生活介護は、要介護者の安心生活を支えるとともに、介護者の負担軽減

にもつながるため、サービスを必要としている人が適切に利用できるよう努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）短期入所療養介護 

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）は、介護老人保健施設などに短期間

入所し、入浴、食事等の介護、その他日常生活上の支援に加え、医学的管理の下で

リハビリテーションなどを受けるサービスです。 

月平均利用人数は 2～3人程度であり、今後も同程度で見込みます。 

短期入所療養介護は、短期入所生活介護と同様に、要介護者の安心生活を支える

とともに、介護者の負担軽減にもつながるため、サービスを必要としている人が適

切に利用できるよう努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 
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（6）福祉用具貸与 

福祉用具貸与は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者の

日常生活上の便宜を図るため、車いす、特殊寝台、歩行補助つえなどを貸与するサ

ービスです。 

利用が急増しており、今後も増加傾向で見込みます。 

福祉用具貸与は、日常生活上の便宜が図られるサービスであり、事業者との連携

により、サービスを必要としている人が適切に利用できるよう努めます。 

<年間利用人数の推移と推計> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7）特定福祉用具販売 

特定福祉用具販売は、入浴または排せつ等を補助する福祉用具を購入した場合に、

年額 10万円を限度として支給するサービスです。 

年間利用人数は 2～3人程度であり、今後は 4人程度で見込みます。 

今後も、事業者との連携により、サービスを必要としている人が適切に利用でき

るよう努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 
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（8）住宅改修 

住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消等、一定の住宅改修をした場合に、

20万円を限度として支給するサービスです。 

年間利用人数は 2～3人程度であり、今後は 3人程度で見込みます。 

今後も、事業者との連携によりサービスを必要としている人が適切に利用できる

よう努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 

 

 

 

 

 

（９）居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援（ケアマネジメント）は、在宅の要介護者が必要な介護保険サービ

スを適切に利用できるよう、居宅介護支援事業所が、サービス利用計画（ケアプラ

ン）を作成するものです。介護予防支援は、要介護認定で要支援 1・2 と判定され

た人に、地域包括支援センターが介護予防プランを作成するサービスです。 

近年は、月平均利用実人数は 100人台で推移しており、平成 29年度に要支援者

の訪問介護、通所介護が介護予防・地域生活支援総合事業に移行したものの、今後

も増加傾向で推移するものと見込みます。 

今後も、適切なケアプランが作成・運用されるよう、ケアマネジャーの指導・支

援に努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 
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①住民のみが利用可能 

・指定権限を市町村に移譲 

・原則としてその市町村の住

民のみがサービス利用可能 

②地域単位で適正なサービス

基盤整備 
・日常生活圏域単位で必要整備

量を定める 

・施設の運営協議会に地域住民

が参画 

③町の実情に応じた指定基準、

介護報酬の設定 

・条例制定により、国の基準以上

の報酬設定も可 

④公平・公正透明な仕組み 

・指定(拒否)、指定基準、報酬設

定に、地域住民、事業者、保健・

医療・福祉関係者等が関与 

（11）その他の居宅介護サービス 

訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管

理指導や、地域密着型サービスである定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対

応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機

能型居宅介護は現状では利用がないため見込みませんが、ニーズがあった場合に対

応できるよう、事業者の意向等を踏まえながら、提供体制について検討します。 

 

〔参考〕地域密着型サービスとは 

 

市町村が主体となり、身近な地域で、地域に即したサービスを提供することを目的としたサービ

スです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域密着型サービス（居宅サービス）の種類 

サービスの種類 サービスの内容 

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 

日中・夜間を通じ、短時間の定期巡回により訪問し、訪問介護や訪問看護

サービスを一体的に提供するサービスです。 

夜間対応型訪問介護 
緊急時に通報により、24時間、訪問介護が受けられるサービスで、主に要

介護 3以上の要介護者が対象となります。 

認知症対応型通所介護 認知症の特性に配慮した通所介護です。 

地域密着型通所介護 
利用定員 18 人以下の小規模のデイサービスセンターで受けるサービスで

す。 

小規模多機能型居宅介護 

身近な地域でのなじみの介護職員による多様なサービスをコンセプトに、

登録定員 25人の小規模多機能ホームへの通所を中心に、必要に応じて随時、

その施設での短期入所や自宅での訪問介護を組み合わせて受けられるサー

ビスです。 

看護小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅・地域密着型サービ

スを組み合わせて提供されるサービスです。 

 

雄武町 
住民 

利用 

保険給付 

地域密着型サービス事業所 

指定、 
指導・監督 
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人 介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

２ 施設サービスの充実 
 

在宅での継続的な生活が困難な要介護者が、要介護状態区分等に応じて適切な施

設を選択して利用できるよう、サービス提供体制の確保に努めます。 

 

（１）介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、介護・看護・居住・見守りの機能

を併せ持つ重度要介護者のための施設で、町内には雄愛園があります。 

近年は町外施設の利用も含め、月平均利用人数は 70 人弱で推移しています。な

お、雄愛園は、60人の定員の 20人分について、平成 29年度から、市町村に事業

所指定権限がある地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護）に移行し、一層の利用者本位のケアに努めています。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、24 時間 365 日重度な要介護者の

ケアを行う福祉拠点であり、大きな社会的使命を担っているため、入居者のケアの

向上に向け、職員の専門的知識・技術の習得等に努めています。しかし、夜勤があ

ることや社会的評価がまだまだ低いことから、慢性的な人材不足を余儀なくされて

います。 

このため、事業所と連携しながら、職員の確保・育成やケアの向上に向けた取り

組みを促進し、住民が安心して利用できる環境の維持を働きかけていきます。 

 

<月平均利用人数の推移と推計> 
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（２）介護老人保健施設 

介護老人保健施設は、介護・看護・見守りの機能を併せ持ち、入院後、病状が安

定している要介護者がリハビリテーション等を行いながら在宅復帰をめざす入所

施設です。 

平成 24 年度から雄武町立介護老人保健施設ハマナスを設置し、町外施設の利用

と合わせ、月平均利用人数は 20人台で推移しています。 

社会的入院の解消をめざす受け皿として重要な役割を担う施設であるため、要介

護者一人ひとりの状況に応じて、必要な際に当該施設へ迅速かつ円滑に入所できる

よう調整していきます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護は、養護老人ホームや軽費老人ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅等がそのサービス事業所の指定を受け、入居者に施設内で、介護サー

ビスを提供するものです。広域的な利用があり、今後も、事業者との連携によりサ

ービスを必要としている人が適切に利用できるよう努めます。 

<月平均利用人数の推移と推計> 
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（４）その他の施設・居住系サービス 

その他の施設・居住系サービスとして、介護療養型医療施設、地域密着型サービ

スである認知症対応型共同生活介護があります。 

介護療養型医療施設は、利用がないものと見込みます。 

認知症対応型共同生活介護は、認知症の方を対象に、グループホームで入浴・排

泄・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。 

現状では利用がないため見込みませんが、ニーズがあった場合に対応できるよう、

事業者の意向等を踏まえながら、提供体制について検討します。 
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３ 介護保険事業の円滑な運営 
 

質の高い介護サービスを安定的に確保するため、介護人材の育成を働きかけると

ともに、サービス評価などの実施を促進します。 

 

（１）介護人材の確保・育成 

ケアワーカーや生活相談員、ケアマネジャー、栄養士、看護師など、介護の現場

で働く職員一人ひとりがいきいきと働き、高い水準のケアを展開することが、町全

体の高齢者ケアの向上につながります。 

そのため、町内の介護従事者が、新しい知識や技術を習得し、スキルアップを図

れるよう、研修受講の支援や介護従事者同士の積極的な情報交換・共有の促進に努

めます。 

また、介護人材の慢性的な人材不足の解消に向け、国・道など関係機関と連携し

ながら、介護人材の処遇改善に取り組むとともに、町内の介護事業所との連携のも

と、人材確保に向けた手法について調査・検討し、有効な手法について実践してい

きます。 

 

（２）ケアマネジメントの質の向上 

地域包括支援センターが、地域のケアマネジャーに対してケアプラン作成技術の

指導・支援や支援困難ケースに関する助言、ケアマネジャー同士の交流促進などを

行い、ケアマネジメントの質の向上を図ります。 

 

（３）適切な要支援・要介護認定の実施 

要支援・要介護認定は、認定調査員の家庭訪問等による調査票と主治医の意見書

により介護認定審査会で審査・判定します。 

調査員一人ひとりに対して十分な研修・指導を行うなど、正確・公平な認定調査

と審査会運営に努めます。 

 

（４）サービス評価の実施促進 

より高い水準のサービスの提供をめざし、自己評価や第三者評価など、町内の介

護サービス事業所でのサービス評価の実施を促進します。 
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（５）介護サービス事業者との連携強化 

介護サービスの質的向上や地域に根ざしたサービスが展開されるよう、サービス

種別を超えた交流機会の創出を図るなど、介護サービス事業者間の連携を支援しま

す。また、事業者と連携し、住民が介護に関する知識や技術を学べる講習会などが

開催できるよう検討します。 

 

（６）介護給付等費用適正化 

利用者に対する適切な介護サービスを確保し、介護保険制度への信頼を高めると

ともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制することで、持続可能な介護保険制

度の運営につながることから、医療情報との突合・縦覧点検、ケアプラン点検、介

護給付費通知の送付等介護給付適正化事業を実施します。 

 

 

 



 

 

 

44

第２章  

基本目標２：健やかに暮らせるまち・雄武 
 
 

第１節 疾病予防･健康づくりの推進 
 

１ 健康増進事業の推進 

特定健康診査やがん検診等により、疾病の早期発見を図るとともに、各種保健指

導を推進し、住民の健康増進を図ります。 

 

（１）特定健康診査・がん検診等の推進 

生活習慣病やがんなどの疾病予防や早期発見、悪化予防、また、住民の生涯にわ

たる健康づくりのため、特定健康診査、健康診査（一般、後期高齢者）、検診（胃

がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん、エキノコックス、結核、

肝炎）をそれぞれ推進します。 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の対象者や予備群の抽出に重点を

置いた特定健康診査は医療保険者が実施主体となっていますが、町では、20～30

歳代及び 40 歳以上の社会保険被扶養者及び生活保護受給者等を対象に一般健康診

査を、75歳以上の後期高齢者を対象に後期高齢者健康診査をそれぞれ特定健康診査

に準ずる検査項目で実施します。 

これらの健康診査・がん検診等は、未受診者の解消につながるよう、その必要性

や内容についての啓発の強化に努めるとともに、医療機関・検診センター等の協力

を得ながら、実施時期や場所など受診しやすい環境づくりを図ります。 

健康診査・がん検診等の種類・対象年齢 

～19歳 20～39歳 40～49歳 50～64歳 65～74歳 75歳以上 

 一般健診  特定健診・一般健診  後期高齢者健診  

ｴｷﾉｺｯｸｽ検診（小学校３年生から）  

子宮がん検診（20歳以上隔年）   

  肝炎検診（一度も受けたことがない方のみ）  

  胃がん検診  

  肺がん検診  

  大腸がん検診  

  乳がん検診（40歳以上隔年）  
   

前立腺がん検診  

    結核検診  
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（２）特定保健指導の推進 

生活習慣病は、内臓脂肪型肥満に起因する場合が多く、肥満に加え、高血糖、高

血圧、脂質異常等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症

リスクが高くなります。 

そのため、特定健康診査の結果、「メタボリックシンドロームの該当者・予備群」

として特定保健指導の対象と判定された方へ、運動習慣の定着やバランスのとれた

食生活などの生活習慣の改善に関する特定保健指導を継続的に行い、糖尿病等の生

活習慣病や生活習慣病が重症化した虚血性心疾患、脳卒中等の発症リスクの低減に

努めます。また、未受診者への受診勧奨に努めます。 

 

（３）保健指導の推進 

健康増進法に基づく健康指導として①企業や農漁協などの産業団体、自治会、老

人クラブ、高齢者学級などのグループの健康学習の集まりに対する集団健康教育、

②個別健康教育（糖尿病や高血圧・脂質異常症など特定の症状を有する方に対して

個別に生活習慣改善への取り組みを促す教育）、③健康相談、④訪問指導などを実

施しています。 

今後も、介護保険法に基づく介護予防事業や、高齢者の医療の確保に関する法律

による特定保健指導との役割分担及び連携のもと、きめ細かな指導・支援などに努

めます。また、多くの住民の継続的な参加が可能となるよう、実施内容の工夫、検

討を行っていきます。 

 

 

２ 健康づくりの啓発 

（１）健康づくりの啓発 

高齢者をはじめ誰もが主体的に行える健康づくりを推進するためには、何よりも、

住民一人ひとりが「自らの健康は自らつくる」という意識を持ち、主体的な取り組

みを進めることが大切です。 

そのため、広報などの媒体や各種教室などにより、「運動・栄養・休養」を基本

とした健康意識づくりや健康づくりの知識の普及に努めます。また、地域・職域と

の連携を強化し、住民の健康づくりを促進します。 
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第２節 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
 
 

１ 一般介護予防事業の推進 
 

支援や介護が必要な状態になることを予防するための「介護予防事業」は、一次

予防事業（旧：一般高齢者）と二次予防事業（旧：特定高齢者）に区分して実施し

ていましたが、平成 26 年度の制度改正により一般介護予防事業と介護予防・生活

支援サービス事業に再編されています。 

この事業区分に基づき、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取り組

みを推進し、生活機能の維持、向上を図るための事業を展開し、できる限り介護状

態にならずに自らが望む生活を送り続けることができるよう支援します。 

 

（１）介護予防把握事業の推進 

生活機能が低下している介護予防事業対象者のスクリーニングを行う「25項目の

基本チェックリスト」も活用しながら、介護予防活動への参加が望ましいにも関わ

らず閉じこもり等で参加していない人を把握し、参加のメリットをわかりやすく説

明しながら参加を働きかけます。 

 

（２）介護予防普及啓発事業の推進 

介護予防についての基本的な知識を広く住民に普及を図るとともに、外出のきっ

かけづくりとなるよう、栄養改善指導などの介護予防教育・介護予防相談、訪問指

導を実施します。 

 

（３）地域介護予防活動支援事業の推進 

地域介護予防活動支援事業は、自主的な地域介護予防活動の促進とともに、地区

での介護予防活動をサポートするボランティア人材や、組織の育成を図るため、各

地区老人クラブなどの自主的な地域介護予防活動の促進と人材育成に努めます。 

 

（４）地域リハビリテーション活動支援事業の推進 

地域リハビリテーション活動支援事業は、地域における介護予防の取り組みを機

能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の

通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業です。 

本事業を活用し、理学療法士・作業療法士などリハビリテーション専門職が、国

保病院での整形外科診療、リハビリテーション科診療に付随したリハビリテーショ

ンや老人保健施設入所者へのリハビリテーションに加え、医療機関にかかっていな

い人も含めた介護予防に関わり、そのための専門職員の充実を図りながら、地域リ
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ハビリテーションの推進に努めます。 

 

（５）一般介護予防事業評価事業の推進 

本計画策定にあたり実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」において、

生活機能の低下が、多くの高齢者で顕著であることがわかりました。 

一般介護予防事業評価事業は、一般介護予防事業の事後評価を行う事業であり、

町では、このアンケートで把握する生活機能の低下のデータを経年で把握し、一般

介護予防事業の成果の把握を行い、高齢者の自立支援・重度化防止につなげていき

ます。 

 

自立支援・重度化防止の取り組みの数値目標 

 平成 29年度 

実績値 

平成 30年度 

目標値 

平成 31年度 

目標値 

平成 32年度 

目標値 

活動指標 地域ケア会議で介護予防や

自立支援・重度化防止を採

り上げた回数 

２４回 ２４回 ２４回 ２４回 

介護予防普及啓発事業参加

人数 

259人 

（H28年度） 
280人 280人 280人 

専門職により提供される短

期間の通所型サービス（通

所型サービス C）の実施回数 

０回 ２４回 ４８回 ４８回 

認知症サポーターの人数 
328人 

（H28年度） 
370人 390人 410人 

成果指標 第１号被保険者の要介護認

定率（要介護３～５） 

7.82％ 

（H30.1末） 
8.00％ 8.25％ 8.50％ 
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２ 介護予防・生活支援サービス事業の推進 
 

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、従来の二次予防事業と介護予防訪問介

護・介護予防通所介護に相当する介護予防・生活支援サービス事業を推進し、生活

機能が低下し、要介護状態になるリスクが高い高齢者に対し、生活機能の維持・改

善を図り、自立支援・重度化防止につなげていきます。 

 

（１）介護予防ケアマネジメントの推進 

平成 18年度からスタートした介護予防ケアマネジメントは、要支援認定者と「25

項目の基本チェックリスト」でスクリーニングした二次予防対象者に対し、心身の

状況等に応じて必要な援助サービスをマネジメントする事業です。 

介護予防・生活支援サービス事業の導入により、要支援認定者への介護予防ケア

マネジメントは、介護予防・生活支援サービス事業を利用するための介護予防ケア

マネジメントと、介護保険予防給付を利用するための介護予防サービス計画の作成

にわかれています。「25項目の基本チェックリスト」を引き続き活用しながら、介

護予防ケアマネジメントを推進します。 

 

介護予防・生活支援サービス事業の利用にあたってのケアマネジメントの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利

用

者 

市
町
村
の
窓
口
に
相
談 

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト 

要
介
護
認
定
申
請 

認
定
調
査 

医
師
の
意
見
書 

要

介

護

認
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要介護１ 

 

要介護５ 

～ 

要支援１ 

要支援２ 

非該当 
（サービス 

 事業対象者） 

※予防給付を利用 

※事業のみ利用 

サービス 

事業対象者 

※明らかに要介護１以上と

判断できる場合 

※介護予防訪問介護等の

利用が必要な場合 

居
宅 

サ
ー
ビ
ス 

計
画 

介
護
予
防 

サ
ー
ビ
ス 

計
画 

介
護
予
防 

ケ
ア 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

○施設サービス 
 ・特別養護老人ホーム 

 ・介護老人保健施設 

 ・介護療養型医療施設 
介
護
給
付 

○居宅サービス 
 ・訪問介護 ・訪問看護 

 ・通所介護 ・短期入所 など 

○地域密着型サービス 
 ・定期巡回 

  随時対応型訪問介護看護 

 ・小規模多機能型居宅介護 

 ・夜間対応型訪問介護 

 ・認知症対応型共同生活介護 など 

○介護予防サービス 
 ・介護予防訪問看護 

 ・介護予防通所リハビリ 

 ・介護予防居宅療養管理指導 など 

○地域密着型介護予防サービス 
 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 

 ・介護予防認知症対応型通所介護 など 

○介護予防・生活支援サービス事業 
 ・訪問型サービス 

 ・通所型サービス 

 ・生活支援サービス 

○一般介護予防事業 
  （全ての高齢者が利用可） 
 ・介護予防普及啓発事業 

 ・地域介護予防活動支援事業 

 ・地域リハビリテーション活動支援事業  など 

予
防
給
付 

総
合
事
業 

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合 
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（２）訪問型サービス・通所型サービスの推進 

要支援認定者への介護予防訪問介護、介護予防通所介護と、二次予防対象者への

訪問型介護予防事業、通所型介護予防事業は統合され、介護予防・生活支援サービ

ス事業の訪問型サービス、通所型サービスとなっています。 

 

介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス・通所型サービスのタイプ 

 

 

 

 

基準 従来の訪問介護相当 多様なサービス 

サービス 

種別 
①訪問介護 

②訪問型サービスＡ 
（緩和した基準によ

るサービス） 

③訪問型サービスＢ  

（住民主体による 

支援） 

④訪問型サービスＣ 

（短期集中予防 

サービス） 

⑤訪問型サービスＤ 

（移動支援） 

 

サービス 

内容 

訪問介護員による身体介

護、生活援助 
生活援助等 

住民主体の自主

活動として行う生

活援助等 

保健師等による

居宅での相談指

導等 

移送前後の生

活支援 

対象者と

サービス

提供の考

え方 

○既にサービスを利用し

ているケースで、サービ

スの利用の継続が必要

なケース 

○以下のような訪問介護

員によるサービスが必

要なケース 

 
（例） 

・認知機能の低下により日常生活

に支障がある症状・行動を伴う

者 

・退院直後で状態が変化しやす

く、専門的サービスが特に必要

な者 等 

 

※状態等を踏まえながら、多様な

サービスの利用を促進していく

ことが重要 

○状態等を踏まえながら、住民主体に

よる支援等「多様なサービス」の利

用を促進 

・体力の改善に

向けた支援が

必要なケース 

・ADL・IADLの

改善に向けた

支援が必要な

ケース 
 

※3～6ケ月の短期間で

行う 

訪問型サービス

Ｂに準じる 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託  補助（助成） 直接実施／委託  

基準 予防給付の基準を基本 
人員等を緩和し

た基準 

個人情報の保護等の 

最低限の基準 

内容に応じた 

独自の基準 

サービス 

提供者（例） 

訪問介護員

（訪問介護事業者） 
主に雇用労働者 ボランティア主体  

保健・医療の専門職 

（市町村） 

 

 

 

 

  

①訪問型サービス 

○ 訪問型サービスは、従来の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、
保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援がある。 
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本町では、平成 28 年度まで、介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、社会福

祉協議会が指定事業所となって実施し、二次予防対象者への介護予防事業は、町（保

健福祉課）で行う転倒予防や口腔機能向上を目的に保健師、歯科衛生士等が家庭訪

問を実施するとともに、社会福祉協議会に委託し、通所型介護予防事業（「運動器

の機能向上事業」）を実施してきました。 

平成 29 年度からは、介護予防・生活支援サービス事業として、①訪問介護、⑥

通所介護を社会福祉協議会に委託して実施し、④訪問型サービスＣ、⑨通所型サー

ビスＣを町（保健福祉課）で実施しています。 

これらのサービスの充実に努めるとともに、②訪問型サービスＡ、③訪問型サー

ビスＢ、⑦通所型サービスＡ、⑧通所型サービスＢの実施に向け、検討を進めます。 

  

基準 従来の通所介護相当 多様なサービス 

サービス 

種別 
⑥通所介護 

⑦通所型サービスＡ 

（緩和した基準による

サービス） 

⑧通所型サービスＢ  

（住民主体による 

支援） 

⑨通所型サービスＣ  

（短期集中予防 

サービス） 

サービス 

内容 

通所介護と同様のサービス 

生活機能の向上のための機能

訓練 

ミニデイサービス 

運動・レクリエーション 

等 

体操、運動等の活動

など、自主的な通い

の場 

生活機能を改善する

ための運動器の機能

向上や栄養改善等の

プログラム 

対象者と 

サービス

提供の考

え方 

○既にサービスを利用してお

り、サービスの利用の継続

が必要なケース 

○「多様なサービス」の利用が

難しいケース 

○集中的に生活機能の向上の

トレーニングを行うことで改

善・維持が見込まれるケー

ス 
※状態等を踏まえながら、多様なサービ

スの利用を促進していくことが重要 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援

等「多様なサービス」の利用を促進 

・ADLや IADLの改善

に向けた支援が必

要なケース 等 
 

※3～6ケ月の短期間で実

施 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準  
個人情報の保護等の 

最低限の基準 

内容に応じた独自の

基準 

サービス 

提供者（例） 
通所介護事業者の従事者 

主に雇用労働者 

＋ボランティア 
ボランティア主体 

保健・医療の専門職 

（市町村） 

②通所型サービス 

○ 通所型サービスは、従来の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、
保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスがある。 
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（３）生活支援サービスの推進 

介護予防・日常生活支援総合事業に生活支援サービスがメニュー化されました。

具体的な事例として、①栄養改善を目的とした配食、②定期的な安否確認・緊急時

の対応などが例示されています。また、「生活支援コーディネーター（地域支え合

い推進員）」が「協議体」を通じて情報共有や連携強化を図り、事業を促進してい

く仕組みです。 

町では、一般保健福祉施策においても、各種生活支援サービスを実施しています

が、介護保険料も財源となる介護予防・日常生活支援総合事業への移行の妥当性を

事業ごとに検討し、生活支援サービスを実施します。 

また、生活支援体制整備事業を活用して、「生活支援コーディネーター（地域支

え合い推進員）」の育成と「協議体」の設置を図るとともに、介護支援ボランティ

アポイント等の導入も研究します。 
 

生活支援サービスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供 

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な事業

主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援 

 ・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取り組みを全国展開 

 ・「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置や協議体の設置などに対する支援 

生活支援サービスの提供イメージ 

介護者支援 

家事援助 

交流サロン 

声かけ 

外出支援 食材配達 

配食＋見守り 

コミュニティカフェ 

安否確認 

権利擁護 

移動販売 

自
治
会
単
位
の
圏
域 

小
学
校
区
単
位
の
圏
域 

市
町
村
単
位
の
圏
域 

 

民間 

企業 
ＮＰＯ 協同 

組合 

バックアップ 

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、協議体の設置
等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等） 

民間とも協働して支援体制を構築 

主 事 

体 業 
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第３章  

基本目標３：いきいきと活動し、みんなで支えあうまち・雄武 
 
 

第１節 社会参加の促進 

 

１ 交流活動の促進 
 

高齢者の生涯学習・生涯スポーツなどへの参加を促進し、生きがいづくりにつな

げます。 

 

（１）老人クラブの活性化 

高齢者の生きがいを高め、老人福祉の増進に積極的な役割を果たすものとして、

老人クラブ活動は大変重要です。 

今後も、会員相互の親睦や高齢者が自ら得た知識・経験・技術を活かした社会貢

献などを行う団体として、活動のさらなる活性化を図ります。そのために、単位ク

ラブ間の交流や、他の地域団体との交流、地域行事への参加などを促進するととも

に、健康づくりや介護予防などの事業との連携を図ります。また、広報等を通じて

老人クラブの活動状況などの周知を図りながら、未加入者のクラブへの参加を働き

かけます。 

 

（２）生涯学習機会の拡大 

高齢者の生涯学習環境について、生涯学習施設の利用促進を図るとともに、各種

講座や教室の開催など学習機会の提供に努めています。 

今後も、拠点となる施設を中心に、高齢者の学習ニーズに対応した生涯学習情報

の提供や講座の充実、自発的な学習活動の促進などに努めていきます。また、高齢

者自身が長年培った知識や技術、経験を活かし活躍できる場の提供に取り組みます。 

 

（３）スポーツ・レクリエーション機会の拡大 

健康寿命の延伸や介護予防・認知症予防のためには、長く続けることのできるス

ポーツや楽しみながら身体を動かすレクリエーション活動が重要です。 

今後も、町の生涯スポーツ部門や保健福祉部門などが一体となって、多様なニー

ズに対応した講座やイベントなどの充実に努めるとともに、各種団体の自主的なス

ポーツ・レクリエーション活動への支援や、ゲートボール場などの施設の利用促進

に努めます。 

また、スポーツ・レクリエーション活動を先導するリーダーの育成やスポーツ施

設の充実にも努めます。 
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（４）地域活動への参加促進 

高齢者の健康寿命の延伸を図る上で、気持ち、心のあり方は重要な要素であり、

地域活動へ参加するなど、地域社会との関わりを持つことは、充実感や生きがいづ

くりにもつながります。地域社会においても、社会環境が大きく変化する中で、子

育てや教育、福祉、防犯・防災、自然環境など、多種多様な課題が発生しており、

高齢者の活躍に対する期待は高まっています。 

そのため、ボランティア活動や町の美化活動をはじめ、高齢者が多様な地域活動

に積極的に参画し、いきいきと暮らせるように、地域における各種活動の機会の拡

充を図ります。また、既存の活動拠点が老朽化していることから、新たな活動拠点

の充実を図るための研究を行います。 

 

２ 就労対策の推進 

（１）高齢者の雇用・就労の促進 

高齢者の就労は、それまでの経験や知識を地域社会に還元する貴重な機会である

とともに、高齢者自身の介護予防や生きがいづくりにも多大な効果があると考えら

れます。 

そのため、行政、ハローワーク、企業等の連携を図り、高齢者の継続雇用や再就

職、生きがい就労など、事業主への働きかけに努めます。 

 

（２）生きがい活動の支援 

高齢者が、培ってきた知識や技術、職業経験や人脈などを活かして、ものづくり

や販売などを行うことは、高齢者自身の生きがいづくりにつながるだけでなく、町

の活性化のためにも重要です。本町は畜産や水産、水産加工等の自営業者主体のま

ちであるため、様々な技術や知識を培った高齢者が活躍できる場・機会も少なくな

いと考えられます。本格的な生産に限らず、畜産物や水産物をはじめ、本町の自然

環境を活かした郷土色豊かな料理や土産品などの開発や生産など、高齢者の体力や

能力、興味に応じた生産活動など、生きがい就労に重点を置いた取り組みでも、町

の活性化に効果をもたらすことが期待されます。 

そのため、国や道などの各種支援制度を活用しながら、高齢者が個人やグループ

で、本町の特産品等を活用した就労と生きがい活動が連動するような取り組みをま

ちぐるみで支援します。 
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第２節 安全で快適な生活の確保 
 

１ 人にやさしいまちづくりの推進 
 

高齢者をはじめ、すべての人が安全で快適に暮らせるまちづくりを推進します。 
 

（１）バリアフリー、ユニバーサルデザイン化の推進 

高齢化が進む中、バリアフリー、ユニバーサルデザイン※の重要性が高まってい

ます。 

今後も公共公益施設について、段差の解消や車いす利用者への対応を図るため、

スロープ、手すり、障がい者用トイレの設置などを積極的に進めるとともに、住民

に対して、介護保険制度や町の住宅改修資金補助制度による住宅改修を促進するな

ど、バリアフリー、ユニバーサルデザインの普及を図ります。 
 
※バリアフリー、ユニバーサルデザイン：バリアフリーは、障がい者や高齢者などが暮らしやすくなるため
に、道路の段差など、障壁をなくすことをいう。一方、ユニバーサルデザインは、すべての人にやさしい
デザインが、障がい者や高齢者などにとっても最も優しいデザインであるという考え方で、バリアフリー
のさらに進化した概念といえる。 

 

（２）多様な住まいへの支援の推進 

高齢者が心身の状況や本人・家族の意向などに応じて、住宅の改修や住み替えを

行い、いつまでも地域で安心・快適に生活していけるよう、雄武町快適住まいづく

り促進条例に基づく住宅整備を促進します。 

また、高齢者等が世話人による介助を受けながら共同生活を行う施設や、バリア

フリー、ユニバーサルデザインに配慮され介護サービスも受けられる施設など、多

様な共同住居のあり方を検討していきます。 

 

（３）買い物支援の強化促進 

商工会では、買い物が困難な高齢者等を対象に、雄武町移動販売車サンライズ号

などによる移動販売事業を実施しています。 

平時の見守りの一助として、登録会員の安否確認も併せて行っており、引き続き

この事業を支援し、高齢者の買い物環境の向上を促進します。 

 

（４）冬対策の推進 

寒冷積雪の本町において、高齢者が冬期に安心して快適に過ごすことは、大きな

課題です。 

そのため、国・道と連携しながら、道路の除排雪体制の強化に努めるとともに、

自治会等との連携の下、高齢者の緊急避難通路の確保を図ります。 

また、高齢者等の冬の生活支援事業についても引き続き実施します。 
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（５）交通手段の確保 

交通手段は、本町でいつまでも生活を続けるために大変重要です。公共交通機関

は路線バスとハイヤーがあり、町では高齢者への交通費助成事業を実施しています。

また、町や社会福祉協議会では、各種事業を開催する際、必要に応じて参加者の送

迎を行うほか、近年は、車いすのまま乗降できる介護タクシーが複数の民間事業者

で開始されています。 

低廉で即時性のある町内移動システムや、広域的にスムーズに移動できる交通シ

ステムについて、既存の交通手段の維持・確保と併せ、新システムの研究を進めま

す。 

 

２ 安全なまちづくりの推進 
 

防災・防犯・交通安全対策を進め、すべての人が安全に暮らせるまちづくりを推

進します。 

 

（１）防災体制の充実 

東日本大震災により、地域防災体制の一層の強化が必要となっています。 

大規模災害の発生時に、地域の高齢者の安全確保が図れるよう、関係機関と連携

しながら、緊急時の情報伝達や避難誘導、救助体制の充実を図ります。特に、一人

暮らし高齢者や認知症高齢者、障がい者等に対して、一人ひとりの身体状況や生活

状況に応じた情報伝達手段の確保と、地域包括支援センター、消防署・消防団、民

生委員、自治会、自主防災組織が連携した避難支援対策を推進します。 

 

（２）防犯対策の充実 

高齢者への犯罪を防止するため、地域の防犯組織との連携を図りながら、防犯対

策を推進しており、雄武町消費者被害防止ネットワークにより、高齢者が被害に遭

いやすい悪質商法の未然防止にも取り組んでいます。 

今後も、広報等を通じて防犯意識と地域連帯意識の高揚を図るとともに、相談活

動・見守り活動を通じて発生の未然防止に努めます。また、高齢者を狙った悪質な

商法など消費者被害の防止のため、民生委員や町消費者協会、警察などによる高齢

者への消費者相談・消費者教育の強化を促進します。 
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（３）交通安全対策の推進 

車社会といわれる現代において、高齢者の交通事故の危険性は日々高まってきて

います。 

高齢者が交通事故にあうことなく、安全に日常生活を営むことができるよう、高

齢者の交通安全講座などを通じて高齢者やドライバーへの意識啓発を図るととも

に、カーブミラー、横断歩道など交通安全施設の充実に努めます。 
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第３節 支えあうまちづくりの推進 
 

１ 住民主体型の福祉社会の形成 
 

住民の福祉意識を啓発し、高齢者を地域で支えるボランティア活動の活性化を図

ります。 

 

（１）福祉意識の啓発 

少子高齢化や核家族化が進行するなか、福祉活動の重要性が拡大する一方、住民

の福祉に関する意識や知識、技術は、十分とはいえません。 

地域全体で支えあうまちづくりをめざし、教育・福祉関係者、地域住民などが連

携を図り、福祉問題に関する啓発に努めるとともに、誰もが気軽に体験しながら福

祉について学べ、実践できる体制づくりを進めます。 

 

（２）福祉教育の推進 

町内の小中・高校や認定こども園では、福祉施設への訪問や地域の高齢者との交

流などの活動を通じて福祉教育を推進しています。 

今後も、町の教育部門と福祉部門、社会福祉協議会等が連携して、老人クラブな

ど、各種団体の協力を得ながら、子どもたちと高齢者の多様な交流を通じて、福祉

教育を推進していきます。また、児童・生徒だけでなく、教職員に対する福祉教育

分野の研修機会づくりに努めます。 

 

（３）社会福祉協議会の体制強化の促進 

社会福祉協議会は、地域福祉の中心的な担い手として、また、高齢者や障がい者

などへのサービス提供機関として、各種事業を推進しています。とりわけ、平成 15

年度から町の介護保険訪問介護事業を、平成 17 年度からは介護老人福祉施設雄愛

園運営事業を受託し、以来、サービス提供機関として重要な役割を担ってきました。 

今後も、支援が必要な住民に、ニーズに沿った十分な介護や福祉が提供できるよ

う、事業運営などに対する支援を推進します。 

 

（４）地域保健福祉推進の体制づくり 

本町では、民生委員が地域保健福祉のリーダーとして、行政や社会福祉協議会と

協力しながら、地域の保健福祉の向上に努めています。 

今後も、こうした活動が一層活性化するよう、研修の実施など支援に努めます。 
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（５）ボランティア活動の活性化 

高齢者一人ひとりに対するきめ細かな支援を行っていくためには、介護保険など

フォーマル（公的）なサービスだけでは限界があり、地域住民などの協力なしに介

護・福祉を支えていくことができません。 

近年、ボランティアの担い手自身の高齢化が進んでおり、これまでボランティア

に参加していなかった人を含め、より多くの住民がボランティアに参加し、活動が

活発に行われるよう、社会福祉協議会と連携しながら、ボランティアの育成を強化

していきます。 

 

（６）地域での高齢者見守り体制の強化 

本町では、ひとり暮らし高齢者の交流会や、声かけ運動、ふれあい会食、地区で

の介護予防活動やふれあいサロン活動、訪問指導をはじめとする訪問サービスなど、

多様な機会において、自治会、老人クラブをはじめ各種団体や、民生委員、隣近所

の住民、行政職員などによる、高齢者の見守り活動が進められています。 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加が予想されるなか、高齢者を地域で見

守る重要性が高まっていることから、こうした活動を継続して進めていくとともに、

見守りボランティアや声かけボランティアなど、住民主体の見守りシステムづくり

を検討し、見守り体制の強化を図ります。また、プライバシーに配慮しながら、見

守りが必要な高齢者に関する情報を相互に交換するなど、団体間の連携等を強化す

ることで、効果的な事業実施に努めます。 

 

（７）家族介護者への支援 

寝たきりや重度の認知症の高齢者を介護する家族介護者に対して、紙おむつ、尿

取りパッドなどの家族介護用品の支給を今後も引き続き推進していきます。 

老老介護や老老看護、24時間介護などの家族の介護負担（疲労）は日々蓄積され

ることから、精神的、身体的な休息が必要です。 

介護者が数時間から日単位の休息を得られ、心身回復や介護負担の軽減、緩和を

するため、サービス担当者会議にてデイサービスセンター、雄愛園、老健ハマナス、

ホームヘルプサービスセンターとの連携を密にし、通所介護（デイサービス）や短

期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）の計画的な利用の促進に努めます。 

また、介護サービスの充実、介護に関する相談、介護方法の学習や修得支援など、

多方面から介護力の向上、居宅介護環境の改善を推進します。 
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２ 福祉事業の推進 

様々な生活支援ニーズに対し、介護保険サービスを補完する福祉事業を推進し

ます。 

 

（１）入浴優待事業の実施 

高齢者の健康増進、外出のきっかけ、交流の機会や生きがいの充実を図るため、

ホテル日の出岬入浴優待券の交付事業を実施しており、今後も、引き続き推進しま

す。 

 

（２）緊急通報システムの推進 

緊急通報システムは、ひとり暮らし高齢者などが、自宅における急病や事故など

の緊急時にボタンを押すことで、あらかじめ登録しておいた親戚、知人や消防署な

どに通報されるシステムであり、町で実施しています。 

今後も、急病や緊急事態が起こった時の連絡手段として、緊急通報システムが必

要な世帯への設置を推進します。 

 

（３）敬老祝金支給事業の実施 

敬老祝金支給事業は、高齢者の多年の労をねぎらい、その長寿を祝福する事業で

す。今後も、同事業を引き続き推進します。 
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第３編 介護保険事業量の推計 
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第１章 介護保険サービスの利用動向 
 

第 7期介護保険事業計画の事業量を推計するために、直近の平成 29年 7月現在

と約10年前の平成20年度の介護保険サービスの利用動向を全国平均や全道平均も

含め比較すると、以下のとおりです。 

 

第１節 被保険者数・要介護認定者数の動向 
 

平成 29年 7月の本町の介護保険第１号被保険者数は 1,492人で、全国値が平成

20年度の 1.2倍に増加しているのに対し、平成 20年度からほぼ横ばいから微減で

推移しています。一方、本町の要介護認定者数は、10 年間で 1.3 倍に増加し、全

国平均や全道平均より低かった要介護認定率は、ほぼ全国平均や全道平均並みに上

昇しています。 

また、平成 29年 7月時点でみると、要介護 3～5の要介護認定者の割合が、本町

は全国平均や全道平均より高くなっています。 

 

被保険者数・要介護認定者数の比較 

〔平成 20年度〕 

  被保険者数 
要介護 

認定率 

要介護 

認定者数 

要介護３～５

の要介護認

定者数 

要介護３～５

の要介護認

定者の割合 

雄武町  1,517 14.2%  215  98 45.6% 

全国 28,317,370 16.5% 4,672,688  2,341,144 50.1% 

北海道  1,315,442 17.2%  226,104  112,939 50.0% 

紋別市  7,051 14.2%  1,001  528 52.7% 

滝上町  1,176 19.4%  228  55 24.1% 

興部町  1,260 14.6%  184  88 47.8% 

西興部村  330 17.9%  59  34 57.6% 

枝幸町  2,628 17.5%  459  234 51.0% 

〔平成 29年度〕 

被保険者数 
要介護 

認定率 

要介護 

認定者数 

要介護３～５

の要介護認

定者数 

要介護３～５

の要介護認

定者の割合 

雄武町  1,492 19.0%  283  114 40.3% 

全国 34,571,857 18.5% 6,382,762  2,229,375 34.9% 

北海道  1,607,616 19.9%  320,011  94,699 29.6% 

紋別市  7,822 19.7%  1,543  437 28.3% 

滝上町  1,132 22.3%  253  89 35.2% 

興部町  1,286 17.0%  218  68 31.2% 

西興部村  290 15.9%  46  16 34.8% 

枝幸町  2,805 19.4%  545  181 33.2% 

資料：介護保険事業状況報告（平成 20年度は年間平均、平成 29年度は７月時点。以下同じ） 
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第２節 施設・居住系サービスの利用動向 
 
 

平成 29年 7月の本町の施設・居住系サービスの利用者数は 99人で、内訳は、介

護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が 67人、介護老人保健施設が 28人、特定

施設入居者生活介護が 4人、介護療養型医療施設と認知症対応型共同生活介護（グ

ループホーム）が 0人となっています。平成 20年度から約 1.4倍に増加しており、

増加率は全国平均並みとなっています。 

要介護認定者数に占める利用割合は 35％、被保険者に占める利用割合は 6.6％で、

これらは全国平均や全道平均と比べて高く、西紋５市町村や近隣の枝幸町と比べて

も高くなっており、施設・居住系サービスを利用できる環境は、全国水準や全道水

準と比べて整っていると言えます。 

全国的には、過去 10 年間では、特定施設入居者生活介護や認知症対応型共同生

活介護の増加が著しい状況です。 

 

施設・居住系サービスの利用者数の比較 

〔平成 20年度〕 

  

施設・居住

系サービス

利用者数 

要介護認定

者数に占め

る利用割合 

被保険者

に占める

利用割合 

介護老人福祉施設 介護老

人保健

施設 

介護療

養型医

療施設 

特定施設入居者生活介護 認知症対

応型共同

生活介護 

地域密着

型以外 

地域密

着型 

地域密着

型以外 

地域密

着型 

雄武町 70 33% 4.6% 59 0 9 0 2 0 0 

全国 1,089,795 23% 3.8% 419,175 4,606 310,705 100,023 118,083 1,625 135,578 

北海道 59,779 26% 4.5% 19,804 266 14,283 6,779 6,568 156 11,923 

紋別市 196 20% 2.8% 59 0 82 1 4 0 50 

滝上町 59 26% 5.0% 54 0 4 0 0 0 1 

興部町 36 20% 2.9% 26 0 8 0 1 0 1 

西興部村 20 34% 6.1% 19 0 0 0 1 0 0 

枝幸町 78 17% 3.0% 59 0 9 0 8 0 2 

〔平成 29年度〕 

  

施設・居住

系サービス

利用者数 

要介護認定

者数に占め

る利用割合 

被保険者

に占める

利用割合 

介護老人福祉施設 介護老

人保健

施設 

介護療

養型医

療施設 

特定施設入居者生活介護 認知症対

応型共同

生活介護 

地域密着

型以外 

地域密

着型 

地域密着

型以外 

地域密

着型 

雄武町 99 35% 6.6% 47 20 28 0 4 0 0 

全国 1,412,380 22% 4.1% 528,551 53,910 355,787 50,831 219,636 7,086 196,579 

北海道 72,159 23% 4.5% 23,662 2,579 16,024 2,504 11,685 666 15,039 

紋別市 268 17% 3.4% 91 1 90 0 9 0 77 

滝上町 65 26% 5.7% 55 0 5 1 4 0 0 

興部町 46 21% 3.6% 35 0 8 1 2 0 0 

西興部村 10 22% 3.4% 9 0 0 0 1 0 0 

枝幸町 144 26% 5.1% 106 0 31 0 5 0 2 

資料：介護保険事業状況報告 
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第３節 居宅サービスの利用動向 
 
 

平成 29年 7月の本町の居宅サービスの利用者数は 104人で、要介護認定者数の

37％を、第１号被保険者の 7.0％を占めます。施設・居住系サービスの利用率が全

国平均や全道平均と比べて高いことから、要介護認定者数に占める居宅サービスの

利用割合や被保険者に占める居宅サービス利用割合は、全国平均や全道平均と比べ

て低くなっており、平成 20 年度と比較しても、その傾向に大きな変化はありませ

ん。 

また、介護保険サービスを大きく、訪問系サービス、通所系サービス、短期入所

に区分すると、本町では、訪問系サービス、通所系サービスの利用割合が低く、短

期入所の利用割合が高くなっており、短期入所を活用しながら在宅介護を継続する

実態がみてとれます。 

居宅サービス利用者数の比較 

〔平成 20年度〕 

  

居宅サービ

ス利用者数

（居宅介護

支援利用

者数） 

要介護認

定者数に

占める利

用割合 

被保険者

に占める

居宅サー

ビス利用

割合 

被保険者に占める 

サービスごとの利用割合 

訪問介護 
通所系 

サービス 
短期入所 

雄武町 90 42% 5.9% 1.3% 3.7% 1.6% 

全国 2,560,995 55% 9.0% 4.4% 6.2% 1.1% 

北海道 107,190 47% 8.1% 4.1% 5.4% 0.7% 

紋別市 514 51% 7.3% 4.2% 4.3% 0.3% 

滝上町 91 40% 7.7% 2.4% 5.5% 0.9% 

興部町 96 52% 7.6% 3.7% 5.0% 0.6% 

西興部村 25 42% 7.6% 2.4% 2.1% 0.9% 

枝幸町 203 44% 7.7% 3.2% 4.5% 1.0% 

〔平成 29年度〕 

  

居宅サービ

ス利用者数

（居宅介護

支援利用

者数） 

要介護認

定者数に

占める利

用割合 

被保険者

に占める

居宅サー

ビス利用

割合 

被保険者に占める 

サービスごとの利用割合 

訪問介護 
通所系 

サービス 
短期入所 

雄武町 104 37% 7.0% 1.3% 3.8% 2.2% 

全国 3,357,742 53% 9.7% 3.3% 6.8% 1.1% 

北海道 151,494 47% 9.4% 3.7% 5.7% 0.7% 

紋別市 704 46% 9.0% 4.4% 4.8% 0.6% 

滝上町 106 42% 9.4% 3.5% 5.7% 1.6% 

興部町 103 47% 8.0% 4.1% 4.6% 0.4% 

西興部村 19 41% 6.6% 2.1% 2.4% 1.0% 

枝幸町 231 42% 8.2% 2.2% 6.0% 1.1% 

資料：介護保険事業状況報告 
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また、平成 29年 7月の各サービスメニューごとの利用状況を近隣市町村と比較

してみると、訪問系サービスでは、紋別市で訪問看護の利用割合が、滝上町で居宅

療養管理指導の利用割合が高く、こうした医療系介護サービスを本町でもケアマネ

ジメントに組み込んでいくことが望まれるほか、通所系サービスでは、紋別市や興

部町で利用実績のある通所リハビリテーションや認知症対応型通所介護の機能を

本町でも検討していくことが望まれます。また、紋別市で利用実績のある小規模多

機能型居宅介護は、本町にはありませんが、訪問介護と通所介護、短期入所でその

機能は確保できていると考えられます。 

 

居宅サービス利用者数の比較（続き） 

〔平成 20年度〕 

  

訪問系サービス 通所系サービス 

短
期
入
所 

小規模 

多機能 

訪
問
介
護 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型 

訪
問
介
護
看
護 

訪
問
入
浴
介
護 

訪
問
看
護 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

通
所
介
護 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護 

地
域
密
着
型
通
所
介
護 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護 

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護 

雄武町 20  0   0  6  0  0  56  0  0   25  0   

全国 1,238,093  3,011   79,858  258,999  53,698  329,529  1,236,521  481,253  50,307   324,061  26,258   

北海道 54,141  89   1,669  11,521  2,796  8,474  47,899  21,676  2,072   9,231  1,309   

紋別市 299  0   12  49  1  0  203  84  14   22  12   

滝上町 28  0   0  7  0  0  65  0  0   11  0   

興部町 46  0   0  6  5  0  57  0  6   7  0   

西興部村 8  0   0  0  0  0  7  0  0   3  0   

枝幸町 84  0   0  29  0  1  116  1  0   27  0   

〔平成 29年度〕 

  

訪問系サービス 通所系サービス 

短
期
入
所 

小規模 

多機能 

訪
問
介
護 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型 

訪
問
介
護
看
護 

訪
問
入
浴
介
護 

訪
問
看
護 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

通
所
介
護 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護 

地
域
密
着
型
通
所
介
護 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護 

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護 

雄武町 19 0 0 0 4 0 3 55 0 0 2 33 0 0 

全国 1,126,600 7,562 18,177 65,169 468,436 100,014 655,709 1,309,201 585,554 57,199 396,873 384,732 101,562 7,401 

北海道 59,524 4 495 1,730 20,910 5,267 23,711 55,709 24,318 1,459 9,822 11,195 2,534 152 

紋別市 343 0 0 8 100 0 15 143 70 55 108 48 14 27 

滝上町 40 0 2 0 11 0 29 63 1 0 1 18 0 0 

興部町 53 0 0 0 6 5 3 48 2 9 0 5 0 0 

西興部村 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 6 3 0 0 

枝幸町 63 0 0 0 27 0 6 74 63 0 31 30 1 0 

資料：介護保険事業状況報告  
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第２章 第６期介護保険事業計画の推進状況 
 

第 6期介護保険事業計画の平成 27、28年度の推進状況をみると、第１号被保険

者数、要介護認定者数については、おおむね計画で見込んだ程度で推移しています

が、介護給付費は、1割程度、実績値が計画値を下回って推移しています。 

これを第１号被保険者の介護保険料基準額で換算すると、第6期の基準額に対し、

平成 27年度は 4,676円分、平成 28年度は 4,788円分と換算されますが、平成 29

年度は計画に対して介護給付費が急増しており、平成 29年 7月サービス提供分ま

でで 5,333円分と換算されます。 

 

第６期介護保険事業計画の推進状況       

    実績値 計画値 実績/計画 

    27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度 

被保険者数等 （人）              

 第１号被保険者数 1,478  1,489  1,458  1,462  101% 102% 

 要介護認定者数 241  254  241  242  100% 105% 

介護給付費 （千円）       

在宅 

サービス 

 

訪問介護 4,906  9,670  8,730  8,930  56% 108% 

訪問看護 2,292  2,355  2,450  2,650  94% 89% 

居宅療養管理指導 155  305  0  0  - - 

通所介護 29,908  29,191  34,000  35,000  88% 83% 

地域密着型通所介護 0  733  0  0  - - 

通所リハビリテーション 267  202  0  0  - - 

短期入所生活介護 19,843  21,568  31,000  32,000  64% 67% 

短期入所療養介護（老健） 1,491  2,105  2,500  2,500  60% 84% 

福祉用具貸与 5,022  6,277  4,700  4,800  107% 131% 

特定福祉用具販売 626  944  1,039  1,039  60% 91% 

住宅改修 2,799  2,388  2,599  2,599  108% 92% 

介護予防支援・居宅介護支援 12,882  14,106  13,613  15,613  95% 90% 

小計 80,192  89,843  100,631  105,131  80% 86% 

居住系 

サービス 

特定施設入居者生活介護 0  3,094  5,000  6,000  0% 52% 

小計 0  3,094  5,000  6,000  0% 52% 

施設 

サービス 

介護老人福祉施設 185,572  178,971  205,951  205,951  90% 87% 

介護老人保健施設 80,827  81,466  79,000  79,000  102% 103% 

小計 266,399  260,437  284,951  284,951  94% 91% 

合計   346,590  353,375  390,582  396,082  89% 89% 

介護保険料必要額（円）       

 介護保険料必要額 4,800 4,800 4,676  4,788  97% 100% 
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290 307 324 366 
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1,000
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31年度
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平成

32年度
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それ以外

要介護認定者

 

第３章 介護給付費等の見込み 
 

国が示した介護保険料算定ワークシートにより、平成 30～32 年度、平成 37 年

度の介護給付費の見込み等を算定すると、次のとおりです。 

 

第１節 被保険者数・要介護認定者数の推計 
 

介護保険の被保険者は、65歳以上の第１号被保険者と 40～64歳の第２号被保険

者に区分されます。他市町村の入所施設等の在住者を含むため、住民登録数とは値

が異なります。 

今後、第１号被保険者数は、微増の後、減少に転じ、平成 32年度に 1,512人に、

平成 37年度に 1,468人になるものと見込みます。第２号被保険者数は、減少傾向

で推移するものと見込みます。 

要介護認定者数は、要介護状態になる割合が増える 75 歳以上の被保険者が今後

も増加すると想定されることから、増加傾向と推計され、第１号被保険者では、平

成 32年度に 324人に、平成 37年度に 366人になるものと見込みます。第２号被

保険者の要介護認定者は 10人前後と見込みます。 

 
被保険者数・要介護認定者数の推計 

〔第１号被保険者〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔第２号被保険者〕 
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第２節 介護保険サービス量の見込み 
 

１月当たりの介護保険サービスの利用者数や利用回数（日数）を推計すると、訪

問介護が平成 32年度（2020年度）に 26人、平成 37年度（2025年度）に 30人

など、表のとおりです。 

介護保険サービス利用者数の推計         単位：人 

区分 サービス名 

平成 

30年度 

(2018) 

平成 

31年度 

(2019) 

平成 

32年度 

(2020) 

平成 

37年度 

(2025) 

居宅 

サービス 

訪問介護 21 22 26 30 

訪問看護 6 8 8 11 

居宅療養管理指導 3 3 4 6 

通所介護 61 67 75 87 

短期入所生活介護 28 31 34 44 

短期入所療養介護 3 3 3 3 

福祉用具貸与 62 68 75 90 

特定福祉用具購入費 4 4 4 4 

住宅改修費 2 3 3 3 

特定施設入居者生活介護 3 3 3 3 

地域密着型 

サービス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 20 20 20 20 

地域密着型通所介護 1 1 2 2 

施設 

サービス 

介護老人福祉施設 48 48 48 48 

介護老人保健施設 30 30 30 30 

居宅介護支援 居宅介護支援・介護予防支援 92 101 112 133 

〔要支援認定者分の再掲〕 

区分 サービス名 

平成 

30年度 

(2018) 

平成 

31年度 

(2019) 

平成 

32年度 

(2020) 

平成 

37年度 

(2025) 

介護予防サービス 

介護予防短期入所生活介護 3 3 3 4 

介護予防福祉用具貸与 13 14 15 16 

特定介護予防福祉用具購入費 1 1 1 1 

介護予防住宅改修 1 1 1 1 

介護予防特定施設入居者生活介護 1 1 1 1 

介護予防支援 介護予防支援 20 21 22 25 

 

介護保険サービス利用回数（日数）の推計         単位：回（日） 

区分 サービス名 

平成 

30年度 

(2018) 

平成 

31年度 

(2019) 

平成 

32年度 

(2020) 

平成 

37年度 

(2025) 

居宅 

サービス 

訪問介護 416 428 481 518 

訪問看護 28 35 35 47 

通所介護 392 429 478 547 

短期入所生活介護 276 301 338 450 

（うち要支援認定者分の再掲） 29 29 29 41 

短期入所療養介護 24 24 24 24 

地域密着型サービス 地域密着型通所介護 8 8 16 16 
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第３節 介護保険給付費の見込み 
 

年間の介護給付費は、平成 30年度（2018年度）が 3.9億円、31年度（2019年

度）が 4.0億円、32年度（2020年度）が 4.2億円、37年度（2025年度）が 4.4

億円と推計されます。 

 

介護給付費の推計           単位：千円 

区分 サービス名 

平成 

30年度 

(2018) 

平成 

31年度 

(2019) 

平成 

32年度 

(2020) 

平成 

37年度 

(2025) 

居宅 

サービス 

訪問介護 13,521 13,874 15,687 16,707 

訪問看護 3,012 3,724 3,724 5,003 

居宅療養管理指導 116 116 173 222 

通所介護 31,639 34,859 38,883 45,302 

短期入所生活介護 25,480 27,775 31,552 42,338 

短期入所療養介護 2,598 2,599 2,599 2,599 

福祉用具貸与 7,445 8,285 9,334 11,771 

特定福祉用具購入費 1,641 1,641 1,641 1,641 

住宅改修費 1,939 3,075 3,075 3,075 

特定施設入居者生活介護 5,137 5,140 5,140 5,140 

地域密着型 

サービス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 65,385 65,414 65,414 65,414 

地域密着型通所介護 665 665 1,331 1,331 

施設 

サービス 

介護老人福祉施設 125,378 125,434 125,591 125,591 

介護老人保健施設 92,576 92,617 92,617 92,617 

居宅介護支援 居宅介護支援・介護予防支援 15,156 16,709 18,563 22,304 

合計  392,804 403,098 416,553 442,450 

〔要支援認定者分の再掲〕 

区分 サービス名 

平成 

30年度 

(2018) 

平成 

31年度 

(2019) 

平成 

32年度 

(2020) 

平成 

37年度 

(2025) 

介護予防サービス 

介護予防短期入所生活介護 1,835 1,836 1,836 2,667 

介護予防福祉用具貸与 834 937 976 1,079 

特定介護予防福祉用具購入費 647 647 647 647 

介護予防住宅改修 803 803 803 803 

介護予防特定施設入居者生活介護 1,085 1,086 1,086 1,086 

介護予防支援 介護予防支援 1,116 1,171 1,229 1,395 

合計  6,320 6,480 6,577 7,677 
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特定入所者介護サービス費等給付費、高額介護サービス費等給付費、高額医療合

算介護サービス費等給付費、算定対象審査支払手数料を以下の表のとおり推計しま

す。また、消費税率の見直しや、介護職員処遇改善が予定されているため、その影

響額を含めます。 

介護給付費に、これらをあわせた標準給付費は、平成 30 年度（2018 年度）が

4.4億円、31年度（2019年度）が 4.5億円、32年度（2020年度）が 4.7億円と

なります。 

また、地域包括支援センターの運営等にあてる地域支援事業費も見込みます。 

 

その他の費用の推計                 単位：千円 

 

平成 30年度 

(2018) 

平成 31年度 

(2019) 

平成 32年度 

(2020) 

総給付費 392,804 403,098 416,553 

総給付費（消費税率見直し・介護職員処

遇改善による影響を含む） 
392,691 407,750 426,344 

特定入所者介護サービス費等給付費 35,409 35,579 35,664 

高額介護サービス費等給付費 8,337 8,377 8,397 

高額医療合算介護サービス費等給付費 1,676 1,684 1,688 

算定対象審査支払手数料 299 301 301 

標準給付費 438,412 453,691 472,395 

地域支援事業費 21,698 21,803 21,855 

うち介護予防・日常生活支援総合事業 12,613 12,673 12,704 

うち包括的支援事業・任意事業 9,086 9,129 9,151 
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第１号
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19.25%
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19.25%

 

第４節 第１号被保険者介護保険料の設定 
 

第 1号被保険者の介護保険料は、介護保険給付費の見込み等をもとに、3年ごと

に、保険者である市町村が決定します。 

介護保険の財源は、以下のとおり、第 1号被保険者の保険料、第 2号被保険者の

保険料、国・北海道・町の負担金、国の調整交付金で構成されています。  

 

介護保険の財源構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調整交付金と第１号被保険者負担割合は保険者ごとに異なり、国が示した介護保険料算定ワー
クシートでは、本町は 7.6％です。これにより、第１号被保険者負担割合は（23.0－（7.6－5.0））
＝20.4％となります。 

 

  

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援・任意事業 

居宅給付費 施設等給付費 
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さきにみた標準給付費や地域支援事業費をまかなうために必要な第 1号被保険

者（65歳以上の高齢者）の介護保険料は、基準額である所得段階「第 5段階」の

方で、年額 60,000円（月額 5,000円）と推計します。各所得段階別では、基準

額の 0.50～1.7倍となります。なお、これは、雄武町介護保険事業会計が保有す

る介護保険事業基金の一部を取り崩す前提であり、この基金を取り崩さないもの

とすると、基準額である所得段階「第 5段階」の方で、年額 68,400円（月額 5,700

円）となります。 

 

第１号被保険者の介護保険料の見込み 

段階 

29年度 

被保険 

者数 

人口 

構成比 

月額 

保険料 

年額 

保険料 

現行の年

額保険料 

保険料 

の乗率 
対   象 

１段階 298  19.9% 2,500 30,000 28,800 0.50 

世帯全員非課税及び合計所

得+課税年金収入額が 80万

以下 

２段階 196  13.1% 3,750 45,000 43,200 0.75 

世帯全員が市町村民税非課

税で本人の年金収入等が 80

万超 120万以下 

３段階 142  9.5% 3,750 45,000 43,200 0.75 

世帯全員が市町村民税非課

税で本人の年金収入等が

120万超え 

４段階 156  10.4% 4,500 54,000 51,800 0.9 

世帯課税で本人非課税及び

合計所得+課税年金収入額

が 80万以下 

５段階 

（基準） 
192  12.8% 5,000 60,000 57,600 1.0 

世帯課税で本人非課税及び

合計所得+課税年金収入額

が 80万超え 

６段階 192  12.8% 6,000 72,000 69,100 1.2 
本人課税で合計所得 120万

未満 

７段階 147  9.8% 6,500 78,000 74,800 1.3 
本人課税で合計所得 120万

以上 200万未満 

８段階 74  4.9% 7,500 90,000 86,400 1.5 
本人課税で合計所得 200万

以上 300万未満 

９段階 99  6.6% 8,500 102,000 97,900 1.7 
本人課税で合計所得 300万

以上 

計 1,496  100.0%         

※月額保険料は、厚生労働省「介護保険事業計画用ワークシート」による推計値で、これを 12倍し、必要に応

じて端数を切り捨てたものを年額保険料とする。 

※所得段階別人口構成比は、３年間変わらないものと仮定して推計を行っている。 

 

なお、第 7期市町村介護保険事業計画の策定にあたって、国では、団塊の世代

が 75歳以上となる平成 37年度の給付費や保険料水準なども推計し、市町村介護

保険事業計画に登載することを求めています。本町の平成 37 年度の月額介護保

険料基準額は、介護保険事業基金の一部を取り崩す想定で、6,700 円程度と推計

されます。 

  



 

 

 

74

 

  



 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 計画の推進に向けて 
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第１章 庁内の推進体制 
 

○ 本計画は、高齢者の生活全般に係る計画であり、介護・福祉・保健・医療・教

育・生活環境等と多岐の分野にわたるため、関係課、関係機関・団体などと連

携を図りながら、総合的かつ計画的な計画の推進を図ります。 

○ 分野横断的な庁内の推進体制を整備し、計画の進捗状況の管理と情報の共有化

を図り、各所管の責任や役割を認識し、全庁的な取り組みを進めます。 

○ 本事業等の統計資料などにより、サービス利用の状況や財政の状況などを定期

的に確認し、進捗状況を把握できるようにします。 

○ 事業の質的な評価を行っていけるよう、相談や苦情等をはじめ、住民・団体・

事業者の意見・要望・評価などの収集・整理に努めます。 

○ 3年ごとの見直しの時点では、被保険者、事業者などを含め関係分野から意見を

聴取し、幅広い視点からの評価を行います。 

 

第２章 介護保険運営協議会の運営 
 

○ 介護保険事業に関しては、条例で定めのある、学識経験者及び被保険者等から

構成される「雄武町介護保険運営協議会」を設置しています。 

○ 本計画策定後も、定期的な事業運営状況の把握及び課題抽出・検討などを行い、

本計画・本事業の円滑な運営を推進します。 
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参考資料 
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１ 用語説明 
 

 

◆あ行◆ 

【運動器】 

骨・関節・筋肉・神経など身体を動かす組織・器官の総称。 

 

【インフォーマル】 

非公式なという意味。福祉分野では、法制度に基づき実施するサービスを公式ととらえ、住

民のボランティア活動や助け合い活動をそれと対比させる文脈で用いる。 

 

◆か行◆ 

【介護予防】 

要介護状態になることを予防すること。平成18年４月の介護保険法の改正に伴い、介護保険

制度の中に、介護予防の仕組みが導入された。 

 

【介護療養型医療施設】 

老人保健施設と同じく、治療よりリハビリに重点を置いて介護を行う入所（入院）施設。病

院内部に併設され、老人保健施設と比べ、リハビリ面より医療面の必要度の高い高齢者が入所

（入院）する。 

 

【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】 

常時介護が必要な高齢者が入所し、介護を受ける施設。もともと老人福祉法に基づき、特別

養護老人ホームと言ったが、介護保険制度の導入により、介護老人福祉施設と呼ぶ。 

 

【介護老人保健施設（老人保健施設）】 

病院での治療が終わった安定期の高齢者が入所し、家庭復帰をめざしたリハビリや看護・介

護などを受ける施設。老人保健施設と言ったが、介護保険制度の導入により、介護老人保健施

設と呼ぶ。 

 

【居宅療養管理指導】 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が家庭を訪問して、医学的な管理や指

導を行うサービス。介護保険のサービスメニューの一つ。 

 

【ケアマネジメント】 

福祉サービスを、利用者の立場に立って、供給側が調整すること。もともと、わが国の福祉

サービスは一つひとつが関係性を持たない状態で利用者に提供することからスタートしたが、

平成６年頃から、市町村での在宅介護支援センターの制度化により、相互に補完関係にある

個々のサービスを、利用者の立場に立って、実施の有無、回数、内容などの調整を行うように

なった。平成12年度に介護保険制度が導入され、高齢者介護においてこの仕組みが全国の市町

村で義務化され、障がい者福祉などでも拡大しつつある。 
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【ケアマネジャー（介護支援専門員）】 

介護保険制度において、ケアマネジメントを行う専門職。介護支援専門員。 

 

【健康寿命】 

寝たきりや認知症の状態にならず、健康でいられる期間を表す健康指標のこと。平均余命か

ら病気や重度のけがを負った期間を差し引いたもの。厚生労働省が平成12年度から実施した

「健康日本21（21世紀における国民健康づくり運動）」において取り上げられ、広く流布される

ようになった。 

 

◆さ行◆ 

【自立支援】 

福祉サービスなどで、高齢者など支援が必要な人の「自立」を支援すること。介護保険法第

１条に規定された、介護保険制度の目的でもある。高齢者は、加齢とともに心身の状態は悪化

していくため、状態の改善よりむしろ、現有能力を活用しつつ、生活の質や心身の状態の維持

に努めることが重要となる。また、「自立支援」は、高齢者の分野だけでなく、様々な福祉分野

で、本人が望む社会生活を送れるための支援という意味で用いられる。 

 

【スクリーニング】 

サービスを実施する際、多くの利用候補者から、客観的な基準を用いて当該サービスが必要

な人を絞り込むこと。 

 

【生活習慣病】 

食生活や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に大きく関与する慢性

の病気のこと。具体的には、がん、脳血管疾患、心疾患など。従来から加齢に着目して行政用

語として用いられてきた「成人病」を、生活習慣という要素に着目して捉え直し、「生活習慣

病」という呼称を用いるようになった。 

 

【成年後見制度】 

判断能力が不十分な人の財産管理などを、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人

等が行う制度。 

 

◆た行◆ 

【短期入所（ショートスティ）】 

在宅の要介護者が入所施設に１日から数日間入所して介護を受けるサービス。介護保険のサ

ービスメニューの一つ。介護保険では、介護老人福祉施設での短期入所を短期入所生活介護と、

介護老人保健施設や介護療養型医療施設での短期入所を短期入所療養介護と呼ぶ。 

 

【地域共生社会】 

公的な福祉だけに頼るのではなく、地域に暮らす人たちが共に支えあう社会にしていこうと

いう、国の福祉改革の理念。平成30年度から、他人事ではなく「我が事」として、支援が必要

な人を分野ごとではなく「丸ごと」支えていく「地域共生社会」づくりを進める制度改正がな

された。 
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【地域支援事業】 

平成18年４月から65歳以上の高齢者を対象に市町村で導入された事業で、介護保険の財源を

用い、介護予防や地域の高齢者の見守り、権利擁護などを推進する事業である。要介護認定を

受けていない要介護状態になっていない高齢者への介護予防事業や介護予防のケアマネジメン

トが事業の中心であるが、平成27年度以降、要支援１・２の要介護認定を受けた高齢者を含め

た「介護予防・日常生活支援総合事業」など、事業の対象や内容が拡大している。 

 

【地域包括ケア】 

住民の安全・安心・健康を脅かす、急病や病態の急変、虐待、ひきこもり、地域での孤立等

様々な問題に対応できるよう、「医療」、「介護」、「介護予防」、「住まい」、「生活支援

サービス」などを様々な社会資源の組み合わせによって、高齢者の日常生活の場において有機

的かつ一体的に提供する支援の理念。制度として決まった形があるわけでなく、理想的な高齢

者支援の理念として、国が提唱しているモデルである。 

 

【地域包括支援センター】 

平成18年４月の介護保険法の改正に伴い導入された、高齢者への総合的な相談や支援の機関。

社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの３種の専門職を配置し、「介護予防のケアマネジメ

ント事業」をはじめ、地域支援事業を中心的に行う。 

 

【地域密着型サービス】 

平成18年４月の介護保険法の改正に伴い導入された介護保険サービスの１類型。認知症対応

型共同生活介護（グループホーム）などが含まれる。介護保険サービスは、市町村を超えた広

域的な利用が可能であるが、住み慣れた地域で身近に受けるサービスにという考えから、市町

村がサービス事業者の指定を行い、原則として当該市町村がサービス提供エリアとなる。 

 

【通所介護（デイサービス）】 

在宅の要介護者がデイサービスセンターに日帰りで通所し、食事や入浴などの介護を受ける

サービス。介護保険のサービスメニューの一つ。 

 

【通所リハビリテーション（デイケア）】 

在宅の要介護者が介護老人保健施設や病院、診療所などに日帰りで通所し、食事や入浴など

の介護や、理学療法、作業療法などのリハビリを受けるサービス。介護保険のサービスメニュ

ーの一つ。「通所介護（デイサービス）」よりリハビリの要素が強い。また、医療保険適用によ

る同様のサービスもある。 

 

【特定施設入居者生活介護】 

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームやケアハウスなどにおいて、施設内で行われた

介護サービスが介護保険の適用を受けるというもの。 
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【特定健康診査・特定保健指導】 

特定健康診査は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき平成20年４月から、医療保

険者単位で実施されている、内臓脂肪型肥満に着目した健康診査。特定保健指導は、特定健康

診査で、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者または予備群と判定された方に

対して行う保健指導。 

 

◆な行◆ 

【二次予防事業】 

平成18年４月から、要介護認定を受けていない要介護状態になっていない高齢者のうち、心

身機能の低下がみられる高齢者を対象に行う介護予防事業を二次予防事業、心身機能の低下が

みられない高齢者を対象に行う介護予防事業を一次予防事業と呼んできたが、平成26年度をも

って、この区分で事業を行うことはなくなった。 

 

【認知症】 

老化などの理由により、認識したり、記憶したり、判断したりする脳の機能が低下し、社会

生活に支障をきたすようになった状態。 

 

【認知症ケアパス】 

医療や介護におけるケアパスとは、心身の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示すも

のという意味。「パス」は「通り道・道筋」のこと。認知症ケアパスは、早期発見が大切で、ま

た、ケアの対応方法が住民に十分に理解されていない認知症分野において、住民が早期に自分

や家族の認知症を発見・自覚し、適切な対応につなげていくために、地域でのケアの道筋を分

かりやすく示し、認知症支援制度の周知・普及を図っていこうとするもの。 

 

【認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】 

認知症対応型共同生活介護は、認知症の要介護者が、生活支援を受けながら共同生活をする

施設であるグループホームにおいて、施設内で行われた介護サービスが介護保険の適用を受け

るというもの。 

 

◆は行◆ 

【バリアフリー】 

障がい者や高齢者などが暮らしやすくなるために、道路の段差など、障壁をなくすこと。 

 

【訪問介護（ホームヘルプサービス）】 

在宅の要介護者に対して、ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、身体介護や家事援助などを

行うサービス。介護保険のサービスメニューの一つ。 

 

【訪問看護】 

在宅の要介護者に対して、看護師などが家庭を訪問し、床ずれの処置などの看護を行うサー

ビス。介護保険のサービスメニューの一つ。 

 

【訪問入浴介護】 

寝たきりなどの理由で自宅のお風呂での入浴が困難な在宅要介護者に対して、移動浴槽を自
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宅に運び込み、入浴介護を行うサービス。介護保険のサービスメニューの一つ。 

 

【訪問リハビリテーション】 

在宅の要介護者に対して、理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、理学療法、作業療

法などのリハビリを提供するサービス。介護保険のサービスメニューの一つ。 

 

◆や行◆ 

【ユニバーサルデザイン】 

すべての人にやさしいデザインが、障がい者や高齢者などにとっても最も優しいデザインで

あるという考え方。 
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２ 策定委員会条例・委員名簿 

 

雄武町高齢者保健福祉計画等策定委員会条例 
 

(目的) 

第１条 この条例は、本町における保健福祉に関する計画等の策定に関し、幅広い関係者の参画

により、地域の特性に応じた事業計画等を検討することを目的として、雄武町高齢者保健福祉

計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。 

 

(委員会の種類) 

第２条 策定委員会の種類は、次に掲げるものとする。 

(1) 雄武町高齢者保健福祉計画策定委員会 

(2) 雄武町介護保険事業計画策定委員会 

(3) 雄武町障がい者計画策定委員会 

 

(構成) 

第３条 策定委員会の委員は、前条に掲げる委員会の種類毎に１５名以内とし、別に定める選任

区分により、町長が委嘱する。 

 

(任期) 

第４条 委員の任期は、特に定める場合を除き３年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間と

する。ただし、再任は妨げない。 

 

(役員) 

第５条 策定委員会には、第２条に掲げる委員会の種類毎に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員が互選する。 

３ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

(委員会) 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長があたる。 

 

(委任) 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 
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雄武町高齢者保健福祉計画等策定委員会委員名簿                                    （順不同） 
氏   名 所 属 団 体 及 び 職 名 等  備  考 

清水 伸一 雄武町介護保険運営協議会長   

河島 仁 学識経験者   

中島 克弥 雄武町社会福祉協議会長 委員長 

今 美津子 雄武町民生児童委員協議会副会長   

佐藤 敏之 雄武町国民健康保険運営協議会委員 副委員長 

高橋 信一 雄武町老人クラブ連合会長   

三浦 壽太郎 雄武町自治会連合会長   

髙橋 健仁 
雄武町国民健康保険病院事務長 

雄武町介護老人保健施設ハマナス事務長 
  

佐々木 宏次 特別養護老人ホーム雄愛園施設長   

三浦 健一 一般公募（介護保険第１号被保険者）   

 

雄武町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画事務局名簿 

（順不同） 

事務局長 保健福祉課長 山崎 佳之 

事務局次長 保健福祉課長補佐 安井 雅憲 

事務局員 保健福祉課 保健係長 河原 真由美 

〃 地域包括支援センター 介護予防係長 佐々木 希美枝 

〃 保健福祉課 社会福祉係長 池田 俊隆 

〃 保健福祉課 保険給付係長 前田 忠和 

〃 保健福祉課 保険給付係 作田 竜人 

〃 保健福祉課 保険給付係 滝谷 貴大 
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